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平 成 28年 定 例 第 ２ 回 市 議 会 会 議 録（第２日） 

 

 

  平成28年６月15日午前９時30分定例第２回市議会をみやま市役所議場に招集した。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

     １番  奥 薗  由美子       10番  瀬 口    健 

     ２番  吉 原  政 宏       11番  川 口  正 宏 

     ３番  徳 永  重 遠       12番  壇    康 夫 

     ４番  末 吉  達二郎       13番  中 尾  眞智子 

     ５番  古 賀  義 敎       14番  中 島  一 博 

     ６番  前   武 美       15番  坂 口  孝 文 

     ７番  野 田    力       16番  宮 本  五 市 

     ９番  荒 巻  隆 伸       17番  牛 嶋  利 三 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

     ８番  上津原    博 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

   出席議員は応招議員と同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

   欠席議員は不応招議員と同じである。 



- 56 - 

５．本会議の書記は、次のとおりである。 

 議会事務局長  梅 津  俊 朗     係     長  堤    和 美 

 次 長  田 中  裕 樹     書     記  柿 野  孝 博 

 

６．地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりで

 ある。 

 市 長  西 原    親     子ども子育て課長  築地原  良 太 

 副 市 長  高 野  道 生     環境衛生課長  松 尾  和 久 

 教  育  長  長 岡  廣 通     農林水産課長  木 村  勝 幸 

 監 査 委 員  平 井  常 雄     商工観光課長  松 尾    博 

 総 務 部 長  馬 場  洋 輝     上下水道課長  木 下  康 彦 

 保健福祉部長  加 藤  康 志     学校教育課長  加 藤  武 美 

 市 民 部 長 
          本 荘  安 政     教育部指導室長  藤 岡  育 代 
 兼 市 民 課 長 

 環境経済部長  冨 重  巧 斉     健康づくり課長  四牟田  正 雄 

 建設都市部長  松 尾  正 春     エネルギー政策課長  藤 吉  裕 治 

                       エネルギー政策課 
 教 育 部 長  大 津  一 義              渡 邉  満 昭 
                       エネルギー政策係長 

                       総務課庶務法制係 
 消 防 長  北 嶋  俊 治              山 下  昭 文 
                       庶 務 担 当 係 長 

                       学 校 教 育 課 
 総 務 課 長  西 山  俊 英              松 尾  郁 代 
                       学校教育係学務担当係長 

                       農 林 水 産 課 
 企画財政課長  坂 田  良 二              猿 本  邦 博 
                       農 政 係 長 

 企 画 財 政 課               農林水産課園芸水産林務係  
          大 坪  康 春              池 田  慎一郎 
 財 政 係 長               水産林務担当係長 

 福祉事務所長  坂 口  浩 二 
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７．付議事件は、次のとおりである。 

  (1) 一般質問（１日目） 

 

質   問   者 

質    問    件    名 

順位 
議席

番号 
氏   名 

１ ２ 吉 原 政 宏 １．中学校教育の充実について 

２ ５ 古 賀 義 敎 
１．教育環境の充実について 
２．子育て支援の充実について 

３ １ 奥 薗 由美子 １．みやま市の子どもの貧困対策について 

４ ７ 野 田   力 １．返済川水系に小水力発電の開発を 

５ ４ 末 吉 達二郎 １．みやま市の農業及び漁業について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（牛嶋利三君） 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、８番上津原博君につきましては、先日に引き続き欠席届が提出されておりますので、

これを許可しております。皆さんにはどうぞ御理解と御協力をお願いしておきたいと思いま

す。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（牛嶋利三君） 

 日程第１．一般質問を行ってまいります。 

 一般質問につきましては、主題ごとに質問を行ってください。 

 なお、具体的事項が複数ある場合におきましても、具体的事項ごとに切らずにまとめて質

問をしていただきますようお願いをいたします。 



- 58 - 

 それでは、順次、発言を許してまいります。まず、２番吉原政宏君。 

 なお、２番吉原政宏君より資料配付の申し出があり、これを許可しておりますので、お手

元に配付をしております。配付漏れございませんかね。ないですね。 

 それでは、早速、２番吉原政宏君、一般質問を行ってください。 

○２番（吉原政宏君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。議席番号２番、吉原政宏です。 

 改めまして、２カ月前に発生しました熊本地震による大規模な災害で亡くなられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりのお見舞いと一日も早い

被災地の復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 この地震に際し、みやま市においては即座に市内自主避難所の開設をされたり、また被災

地に対しては救援物資の提供、緊急消防援助隊の活動、人的支援、被災地からの児童の受け

入れ、瓦れきやごみの収集など被災地に寄り添う適切な対応をされたと感じております。 

 また、今議会でも義援金10,000千円の補正予算案が提出されております。議会からも議員

一同で義援金をお送りし、私も個人的に被災地での災害ボランティア活動、義援金、支援物

資の提供など、微力ながら活動させていただいております。しかし、いまだに余震が続く現

地では、まだまだこれから先も息の長い支援が必要であります。私自身、これからも被災地

の支援とともに、議会の中においても、あす前議員が一般質問される予定ですが、いざみ

やま市でこのような災害があった場合にどのような対策をとればいいのか、職員及び市民の

皆さんとともに災害対策や危機管理を考え、安心・安全なみやま市をつくるために活動して

まいる所存でございます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、みやま市の中学校教育

の充実について質問をさせていただきます。また、同じく議長の許可を得、事前に資料を配

付しております。後ほど御参照ください。 

 私たちの住むみやま市は、昔ながらの祭りや行事も多く残り、家庭や地域の教育力も維持

され、伝統的な教育に熱心な町であります。本市の小・中学校では「みやまの力」と名づけ、

知恵、社会性、健康を育てる裾野教育を展開しています。裾野教育とは、一人一人の子供の

人生の裾野を築き、どこかで輝くことができるような多様な可能性を育む教育であり、教育

課程の内外でチャレンジ体験を組み入れ、効果的な指導実践を行っておられます。 

 しかしながら、情報化社会の現代では学校や子供たちを取り巻く環境も急激な変化の中に
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あります。それに伴う学校や先生方と保護者との関係や子供たち自身の変化、あるいは授業、

部活動、学校運営など、日夜を問わず携わっておられる先生方の多忙化といった危機が忍び

寄るとともに、小学校から中学校への進学に当たって、全国的に中１ギャップという問題も

指摘され続けています。小学校と中学校の文化の違いや先生や子供同士の新たなかかわり方

の違いなど、教育環境の大きな変化への対応の難しさから、不登校や生徒指導上の問題など

が出現してきています。このことが本市の中学教育に対しても影を落としている状況もある

のではないでしょうか。この状況を乗り越え、みやまの力を本市の子供たち全員に与え、ふ

るさとみやまの未来を担う人づくりを力強く推進し、本市が教育のまちとして子供たちの成

長とともに多くの方が住みたいまちになるために私も力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。 

 そこで今回は、４つの項目に分けて質問させていただきます。 

 まず１点目は、本市における中学生の不登校の現状と支援についてです。 

 中学生の36人に１人、この数値は何の数値かおわかりでしょうか。この数値は文部科学省

による平成27年度の学校基本調査で発表されている中学生全体から見た不登校の人数割合で

す。不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により登校

しない、あるいはしたくともできない状況にあるため、年間30日以上欠席したもののうち、

病気や経済的理由によるものを除いたものとされています。 

 このデータによると、全国で約９万7,000名の中学生が現在不登校の状態にあることがわ

かりました。本市の裾野教育を地域の全ての子供に与えるためにも、不登校問題の解決に努

めてあると思いますが、みやま市内の中学校における不登校の子供たちについて、人数を含

めた現在の状況とそれに対する支援などの取り組みをお伺いします。 

 ２点目は、中学生の学力向上についてです。 

 総合的な生きる力の中の一つでもあり、学生として学問を学び習得する力の育成は、将来

の子供たちの可能性を広げる意味でも、やはり中学校生活の中でも最も大切なことの一つで

あると考えます。 

 2007年度から義務教育の機会均等と水準の維持向上のため、全国の小学６年生と中学３年

生を調査対象とし、全国学力・学習状況調査が行われております。配付資料のとおり、みや

ま市におけるこの数値は平成26年度、全国を100とすると、小学校は104.3と全国平均を上

回っておりますが、中学校になると97と全国平均から下になってしまいます。教育熱心な
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みやま市としては残念な現状であり、昨年策定された総合戦略では、平成31年度には小学校

の目標値を108、中学校を102と、小・中学校どちらも全国を上回る目標値を定めています。

これも配付資料のとおり、平成27年度の全国学力調査の結果がまとめられていますが、この

テストに向けて行われた取り組みと結果及び分析された状況をお教えください。また、平成

31年度総合戦略目的達成に向けた計画をお伺いいたします。 

 ３点目は、今後の小・中学校の再編計画の進め方についてお伺いします。 

 この春、みやま市における初めての統合小学校である桜舞館小学校が開校しました。私も

４月の開校式と５月の落成式で訪問させていただきました。立派な校舎で、先生方も子供た

ちも本当に誇りを持って学校生活を送られている、そんな感じを受けました。新年度も２カ

月が過ぎました。再編計画の第１号として、今後の統合の参考にするために、どんな反省点

があったのか、また開校後の問題点はないのかをお伺いします。 

 そして、今後の下庄、上庄、本郷小学校の第２グループ、それに続く瀬高中学校、東山中

学校の統合のグループについて、現在の状況と今後の再編計画の進め方についてお伺いしま

す。 

 最後の４点目は、市内の小・中・高の連携についてです。 

 本市の教育施策において、小・中学校の連携促進についてはさまざまな事業の実施を計画

してあり、既に実践されていることだと思います。この小・中学校連携についての現在の具

体的な取り組みの状況をお伺いします。 

 また、本市内には公立小・中学校に加え、唯一の県立高校があります。本市内の小中の教

育連携を高校までさらに進めて、子供の貧困が社会問題となっている中、家庭の経済的な理

由により教育を受ける格差がなく、みやま市に住めば安心して公立学校で高い教育を受けら

れる教育のまちであることをＰＲし、子育て世代の定住促進にもつなげることができる可能

性を持ったまちであると考えます。そのためにも、本市内の中学校と市内唯一の高等学校で

ある山門高校と今後ますますの連携、交流を深め、子供たちの能力と先生方の指導力をお互

いに高め合う取り組みを始めてはと考えますが、関係所管の考えをお伺いいたします。 

 以上、みやま市が教育のまちとなり、多くの人が住みたいまちになるために、これからの

中学校教育の充実について御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 
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○教育長（長岡廣通君）（登壇） 

 おはようございます。 

 みやま市ならではの学校教育であるみやまの力、裾野教育について御理解と御支援をいた

だき、感謝申し上げます。みやま市の定住促進という観点から見ますと、その根幹となる施

策は働きがいのある仕事場の確保であります。一方で、教育施策は根幹とまではいかないま

でも、定住促進の付加価値になり得る大切な要素であると考え、教育委員会といたしまして

も一層の努力を重ねてまいりたいと思います。 

 それでは、少し長くなりますが、吉原議員さんの中学校教育の充実についての御質問にお

答えいたします。 

 まず１点目の中学校における不登校の現状と支援についてでございますが、本年度のみや

ま市内の全小・中学校の児童・生徒の総数が2,834名で、うち中学生が986名です。みやまの

児童・生徒がひとしく裾野教育を受け、みやまの力の中核をなす挑戦力を高めて、社会に巣

立ってもらいたいと願っております。そのために、不登校の児童・生徒をなくすことは小・

中学校教育の重要な課題であると考えています。 

 みやま市内の中学校における不登校の生徒の現状ですが、平成27年度のデータで申し上げ

ますと、累計30日以上欠席している生徒は26名でした。26名のうち９名は学校復帰を果たし

ていますので、17名は３月末までは不登校の状況が続いていることになります。不登校の出

現率は2.64％で、南筑後教育事務所管内の出現率の3.18％と比較すると低いと言えます。 

 不登校になった要因については、学校生活に起因するもの、家庭生活に起因するもの、な

まけ傾向にあるものなど、多岐にわたります。近年の傾向として、一つの要因に特定される

というよりも、それらが複雑に絡み合って不登校になっている状況が見られるようです。 

 不登校、不登校傾向にある生徒に対する本市の取り組みですが、まずは一人一人の生徒の

状況に応じて、中学校が不登校の生徒へのきめ細やかな対応を行うことが重要であると考え

ます。教育委員会は、その状況を月末に中学校より提出される報告書にて確実に把握するよ

うにしています。 

 不登校は早期発見、早期対応が重要だと考えています。各学校には、個別の支援計画を作

成し改善を図るよう指導しているところです。 

 不登校の状態から復帰した生徒の要因を分析しますと、保護者や地域の方々との連携を含

めた学校の組織的な対応、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの働きかけ、
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福祉に関する専門機関との連携、家庭環境の変化などを上げることができます。みやま市教

育委員会で設置しております適応指導教室「さくら」の通級がきっかけとなって復帰を果た

した生徒もおります。 

 また、自分の将来展望や進路実現を真剣に考える授業などをきっかけに不登校が解消した

例もあります。この例は、みやま市教育委員会が進めております裾野教育の内容の一つであ

る夢や希望を育むドリームプログラムの充実を図ることが不登校解消の一役にもつながると

意を強くした次第であります。 

 先ほど申し上げましたように、さまざまな要因が重なり不登校の状態が長く続くといった

事例がありますので、今後も教育委員会といたしましても学校、家庭、地域、関係機関と緊

密に連携して対応していきたいと考えています。 

 重ねて、適応指導教室「さくら」の指導員や指導室の指導主事を中学校に派遣して、家庭

への訪問指導を行うなど、不登校傾向にある児童・生徒の対応もチームで支援に当たってま

いりたいと考えています。 

 次に、２点目の中学生の学力向上ですが、みやま市の中学生は、生活面の落ちつき、高等

学校進学率の高さ、部活動や生徒会の活躍など、総体的に見ますとよい傾向にあると認識し

ております。また、多くの先生たちが教科指導や部活動の指導などに対して熱心に指導して

くれています。しかし、御指摘のように、全国学力調査の結果は南筑後教育事務所管内の

データでは中程度に位置して決して低くはないものの、４中学校総体ではいまだ全国平均に

及ばない状況であります。 

 この状況を鑑み、教育施策に示しておりますように、裾野教育のキーワードであるチャレ

ンジ体験を位置づけた学習を展開し、生徒の学びが主体的になるように授業改善を図ってい

けば、課題の一つとなっています全国学力調査の結果も目標値に近づくものと考えていると

ころです。そして、総合戦略に示しております目標値をできるだけ早い時期にクリアしたい

と考えています。 

 そこでまず、中長期的な展望を持って臨むことが大切であると考え、昨年度中に３つの戦

略を既に講じております。 

 １つは、管理職人事です。本年度は、瀬高中学校に小学校、中学校の校長を経験している

校長を据えたり、その補佐役として人間関係調整力や教科指導力の高い教頭を配置し、学校

の指導体制を整えました。 
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 ２つは、学力向上に係る県の重点課題指定事業を瀬高中学校区に受けてもらい、中学校改

革の大きな戦略にしたいと考えました。中学校校区で指定を受けておりますので、校区の小

学校と一体となって教育研究を進めることにより、９年間を通した学習習慣や学力、学び方

などの定着を目指したいと考えています。 

 ３つは、小・中大連携です。４中学校を一つと考え、各中学校校区で行っている連携事業

を発展させ、学力も含めたみやまの力の育成を一体となって進めてまいりたいと考えていま

す。 

 短期的な取り組みとしては、各中学校に学力調査の結果の把握と分析を行い、学力向上プ

ランの改善と着実な実施を行うように指導しております。中学校は、教科担任制ですので、

まずは、各教科部会で結果を分析し対策を立てます。並行して学年会でも結果を分析します。

各教科部会、学年会の組織をうまく活用して、自校の学力の強みと弱みを把握した上で、改

善策を立てるよう指導していきたいと考えています。 

 また、チャレンジ体験の位置づけを含めて、生徒自身に課題を把握させ、自力解決をさせ

るような取り組みを奨励し、中学生一人一人が自分の全国学力調査の結果を受けとめ、進路

指導につなげる取り組みを今後は強化していきたいと考えています。 

 いずれにしましても、全国学力調査の結果も含めて、総合戦略に掲げているみやまの力の

各指標が相乗的に高まるような裾野教育を推進していきたいと思います。 

 次に、４点目のみやま市内の小・中・高の連携についてでございますが、これまで述べて

きたことと関連がございますので、引き続きこの項目から御質問にお答えいたします。 

 各中学校区で行っている小・中学校連携事業ですが、五、六年前から本格的に実施してお

ります。中学校の校長がリーダーシップをとり、まずは校長同士で共通認識に立ち、事業計

画を立て、実践しているところです。連携の内容については、小・中学校にわたった９年間

の生活の決まりの整備、家庭学習や学習ノートについての連結、生徒指導上の情報交換など

です。特徴的なものとしましては、東山中校区の小・中合同合唱祭、高田中校区の小・中の

英語教育の推進、児童・生徒理解に向けた独自のネットワーク会議の開催などが上げられま

す。今後は、小・中大連携の立場から、４中学校区で行っている連携の内容を広げ、みやま

の小・中学校16校の連携に着手していこうと考え、今、実践に移しかけているところであり

ます。 

 次に、山門高校との連携交流についてですが、現在、山門高校から入学説明会のパンフ
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レットを４中学校に応じて作成し、配布してもらうといった取り組みや山門高校からの中学

校訪問、山門高校の体験入学などの交流がなされています。 

 市内唯一の高等学校でございますので、教育委員会としましても、現在の小・中連携事業

の手法を生かしながら、山門高校とのさらなる交流を進め、公教育の充実の観点から互いの

教育力を高め合う取り組みを、チャンスを見つけて始めていきたいと考えています。 

 順序が逆になりましたが、次に、３点目の今後の小・中学校再編計画の進め方についてで

ございます。 

 桜舞館小学校開校に至るまでの一番の反省点は、４校区住民の統合に向けた合意形成の難

しさであります。第１グループでは、統合を計画どおりに早く進めたいという教育委員会の

考えもあり、校区ごとの説明会にとどめておりました。住民の皆様は、学校の適正な規模等

については、御理解されつつも、やはり自分の住んでいる地域の学校への思いが強いことな

どから、なかなか合意形成には至りませんでした。そこで、各行政区ごとに説明会を開催す

るなど、住民との十分な意見交換等を通じて、丁寧に合意形成を図っていくべきであるとい

う反省のもと、第２グループでは、全行政区に入って説明いたしました。しかしながら、そ

れでも、いまだに３校統合は実現に至っておりません。 

 次に、桜舞館小学校の開校後の問題点につきましては、これまで目立った事件、事故もな

く、議員さん御指摘のように円滑なスタートができていると考えております。 

 さて、学校再編の今後の進め方でございますが、第２グループにおいては、既に本郷小学

校からの要望を受けて、平成29年度から本郷小学校を下庄小学校へ編入することが決定して

おります。そこで、３校統合の枠組みは維持するものの、本郷小学校の下庄小学校への編入

に向けた対応を行いながら、同時に３校統合に向けた協議の推進を図っていきたいと考えて

おります。 

 １つのグループを統合、そして完成させていくためには、２年、３年と時間がかかってき

ていますので、それ以降の統合については、当面は第２グループに集中し、３校統合へのめ

どが立った段階で、その後のグループに対応してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 
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 長岡教育長、御答弁ありがとうございました。初めに配付した資料の中で、平成27年度

「みやまの力」の評価について、これの一番下の「健康」の学業を休まない割合、「皆勤

賞」の割合とありますが、これの数値が平成26年度は中学校36.1％が、平成27年度になりま

すと36.1から25.5％と10％以上も減っております。これについてどういった分析、検証をさ

れたのか、お聞かせください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 これは私も詳細に把握しているわけではございませんけれども、インフルエンザ等の発生

とか、どうしても子供が休まざるを得ないような状況が発生したというふうなのが大きな要

因と考えています。 

 なお、皆勤につきましては、遅刻しても早退してもよいというふうにしております。これ

は皆勤が目的ではございませんで、この賞を位置づけることによって、子供が皆勤への意識

を高めると。そのことによって、早寝早起き、あるいは食事をきちんととる、病気をしない

ように心がける等、生活習慣に留意することが目的でございますから、そのことが子供の健

康生活につながっていくというふうに考えております。 

 この数値について、詳細はまた詳しく調べて議員さんに報告させたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 ありがとうございます。ちょっと数値がかなり落ち込んでいましたので、すごく気になり

まして、もしかしたら数値の悪化が不登校にもつながりかねないのかなと危惧したもので、

お聞かせいただきました。 

 では、現在不登校状態にある子供たちへの支援についてお伺いいたします。 

 不登校解決で大切なのは、やはり早期発見、早期対応だと感じます。現在、みやま市では

スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが取り入れられておりますが、これに

対しての実働の状況をお教えください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤岡教育部指導室長。 
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○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 失礼いたします。指導室の藤岡と申します。まず、スクールソーシャルワーカーですけど、

ＳＳＷの配置は、みやま市に１人配置されております。不登校の児童・生徒の家庭に入って、

きちんと家庭対応までできる立場にいらっしゃるので、非常に学校と連携をとりながら、ス

クールソーシャルワーカーの活用により家庭への介入ができている状況にございます。 

 スクールカウンセラーにつきましては中学校に配置してありますので、身近なところで子

供たちが相談できる、または先生とともに改善策を一緒に考えていける立場で動いていって

もらっていますので、不登校の解消に向けてはスクールカウンセラー及びＳＳＷ、スクール

ソーシャルワーカーの活躍は大きいものであると考えています。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。そういったスクールソーシャルワーカーの皆さんの活躍に

より、昨年は26名のうち９名が学校復帰をされているということでお伺いいたしました。し

かしながら、まだ17名の不登校状態が続いており、新１年生も入ってきた状況でございます。

今後も引き続き対応に当たってもらいたいと思いますが、現在、山川支所の横に適応指導教

室「さくら」が置いてございますが、これの目的と今の利用状況をお教えください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤岡教育部指導室長。 

○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 「さくら」の設置の目的については不登校対応の児童に資するというところにあります。

なかなか学校に来られない、保健室登校等もかなわない子供たちの居場所ということで設置

をされているところです。現在、４月から「さくら」に在籍している子供はゼロでございま

す。その状況に鑑み、指導員を有効に活用するという立場から、６月から中学校に、５校ご

ざいますので、指導員を割り振って派遣し、訪問指導を行っているところです。「さくら」

の指導員は、不登校気味の子供に対応したり、または信頼関係を築きながら御家庭に入り、

家に引きこもっている子供への接触等も今後図っていきたいというふうに考えています。非

常に学校としては助かっているというようなお話を聞いているところです。 

 以上です。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 現在17名の不登校児がいながらも利用状況がゼロであると。この理由というのは何か検証

はされていますでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤岡教育部指導室長。 

○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 なかなか「さくら」に通級するという環境を、まず親御さんの送り迎えとかそういうとこ

ろもいわゆる環境要因にあると思いますが、１つには本人の意思ですね。子供さんが「さく

ら」にでも行きたいというふうな意思のところを少しほがしていかないと、なかなかに「さ

くら」の通級というところまではいかないというふうに考えています。 

 そこで、各中学校のスクールカウンセラーの先生と「さくら」の指導員さんが連携をとり

ながら、少しでも可能性のある生徒に対してはかかわりを深めていくというような立場で指

導に当たっているところです。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。なぜ今回こういう質問をさせていただいたかというと、来

月から夏休みに入ります。中学生の夏休みというのは、やはり一番大きく変わる期間でござ

います。この期間にしっかりと対応していただき、新たな不登校児を生まないような取り組

みを今後もしっかりと整えて行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 では続きまして、中学生の学力向上についての再質問をさせていただきます。 

 お手元の資料にありますように、平成27年度の結果は、小学生はさらに伸びておりますが、

中学生はまたさらに下がっております。このことについて率直に教育長としての現在の見解

をお伺いしたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 まず前提として、みやま市では学力をどういうふうに捉えるかというところは、これは最

初の答弁でも申し上げましたが、学力調査の結果は非常にみやまの力の要素として大事であ

るというふうには考えておりますが、全てではないと。やはりここのお手元の資料にありま

す総合戦略にも掲げております指標で申しますと、挑戦力ですね、チャレンジスピリットや

チャレンジメソッドをみやまの児童・生徒にはしっかりつけてあげたいというふうに思って

おります。 

 あわせて読書への取り組み、情報活用力、そして勉強を楽しいと思う気持ち、さらには社

会性であります挨拶運動のまちですから、挨拶の質や量、そして夢や目標を持つ、あるいは

先ほど御質問いただきました健康、体力、そして毎日学校を休まないで行く、そういう指標

の中に全国学力調査の指標も一つとして入れていると。これは議員さん御指摘にもありまし

たように裾野を広く捉えることによって、裾野広ければ山高しでございますから、おのずと

長い目で見れば、いわゆる学力も教科の力もついていくものだというふうな考えで、みやま

の力を育成する裾野教育を展開しているところであります。これが前提です。 

 さはさりながらも、学力調査の結果はこういうふうにしてマスコミでもいろんなところで

毎年公表をされて、全国調査に４中学校の平均がいっていないというふうなところは現実で

ありますから、これは早目に乗り超えたいというふうに思っております。────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────〔発 言 取 り 消 し〕───────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────
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─〔発言取り消し〕─ 

 さて、一番大事なことは学校の指導体制をしっかりしていくということですから、一番は、

松藤桂輔という校長先生に瀬高中学校に来てもらったと。昨年度までは開小学校の校長でし

たけれども、その前は東山中学校の校長で、小学校、中学校全体が指導できる校長先生であ

りますので、この先生にしっかり委ねたいというふうに私は今考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。 

 昨年、学力向上について県のほうが３点取り組みを推進されております。１点目がノー部

活デーの週１回の設定、２点目がＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーなどの活用ですね。

３点目が学校とＰＴＡが連携した携帯、スマホのルールづくりの推進ということでございま

す。 

 ２点目のＳＳＷに関しては、みやま市は既に活用しておりますが、週１回のノー部活デー

及びＰＴＡと連携した携帯、スマホの使用ルールづくり等に関しては、現在、みやま市の中

学校の推進ぐあいはどんな感じでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤岡教育部指導室長。 

○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 まず１点目のノー部活デーの取り組みについてでございますが、みやま市の中学校で何曜

日に部活動をノー部活デーにするというような取り決めは現在まだ行われていません。しか

し、昨日、文科省の通知文も出たので、少しは県下、いわゆる国を挙げて少しノー部活デー

の動きも出てくるかなというふうに想定しています。 

 それから、２点目の携帯、スマートフォンの利用についてでございますが、私どもが今考

えておりますのは、小・中大連携の一環として、ことし、４中学校区全体で生活のルールや

マナーを統一して子供たちに指導できるような体制をとろうと考えています。その中の一つ

に、携帯、スマートフォンの使用についての約束事は、ＰＴＡの連合会と一緒になって進め

ていきたいというふうに計画をしているところです。 
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 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。これから取り組まれるということですので、ぜひとも学力

向上のために積極的に取り組んでいっていただきたいと思います。やっぱり学力向上には、

１つが授業改善、教育長が今おっしゃられたと思います。もう１つが、やはり家庭学習の大

切さじゃないかと思っております。高い学力を支えるのはやっぱり学習力であり、多くの時

間を過ごす家庭でいかに勉強するか、そういったのを学校のほうでどういった指導をされて

おるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤岡教育部指導室長。 

○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 御指摘のとおり、家庭学習の習慣化というのは学力に非常に関連性があるというような

データも出ております。それぞれの学校では家庭学習の取り組みについてルール化をしなが

ら実施をしているところです。例えば、10分掛け学年の時間で学習をするとか、３年生だっ

たら10掛け３の30分とかいうような時間設定をしたり、内容を学年ごとに決めて統一的に指

導したりということをしています。 

 それから、小・中連携の観点からいきますと、家庭学習の仕方、量などについては各中学

校区の連携の中で、協議会の中で話題にして、自学のもとの共通の取り組みなど、共通に

やっているところもあります。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。学力はやはり学校だけでは決まらないと思います。家庭

においても学校と同様に、時には学校以上に大切な場所であります。今後も学校と家庭と

でＰＴＡと連携をとって緊密に情報交換しながら学力向上につなげていただきたいと思いま

す。 
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 この地域の教育力を子供たちの将来の可能性を広げる意味でも高めていただきたいと思い

ます。そのためには先ほども申し上げましたが、学校だけじゃなく保護者や地域、家庭が力

を合わせて取り組んでいかなければならないというメッセージを学校のほうからも力強く

送っていただきたいと思います。 

 ことし４月19日に行われました全国学力調査の結果は、またこの後、出てくるかと思いま

す。この結果をしっかり検証、分析し、さまざまな工夫を凝らした授業改革、そして家庭学

習を徹底させ、中学生の学力向上に組織的、意欲的に取り組んでいただけるようにお願い申

し上げます。 

 それでは、次に、学校再編についてお伺いいたします。 

 桜舞館小学校の問題点は大きくないということでございました。建設に関してはかなり大

幅な増額となった、その辺の反省点はあるかと思いますが、今回は趣旨が違いますので深く

はお聞きいたしませんが、現在、第２グループの統合は一旦中座ということで、来年４月か

ら本郷小学校が下庄小学校に編入という形でやってくるということが決定したという御答弁

がございました。もう間もなくですね、４月というと時間がそんなに残されておりませんが、

子供たちが安心して学校生活を送る上で、今後の課題となってくるものはないのか、お伺い

させていただきます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 大津教育部長。 

○教育部長（大津一義君） 

 おっしゃるとおり、課題は幾つかあると思いますが、本郷のＰＴＡのほうから現在、要望

書というのが出されておりまして、内容につきましては主に通学に関する不安の解消、遠距

離となりますので、どういった手段をとるか、今から話をしていきますけれども、そういっ

たところが大と。それから、少人数の学校の編入ということになりますので、児童が安心し

て学校生活を送られるような環境づくり、１つは制服が上げられますけれども、これについ

ても今からお話し合いをしていく予定です。 

 それから、学校の先生の異動関係についても要望は出ておりますけれども、できるだけ子

供たちの安心できるような環境づくりをまずやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。また、下庄のグラウンドの狭さとか、体育館、プールなど

の課題も今後出てくるかと思いますけど、また子供たちの安全・安心を最優先して課題協議

しながら進めていっていただきたいと思います。 

 それに鑑みまして、第２グループ、上庄小学校が現在統合に入らなかったということでご

ざいますが、昨年９月の荒巻副議長の一般質問の中で瀬高橋の安全対策の件を聞かれており

ました。答弁には、今後、南筑後県土整備事務所への要望を行うということでございました

が、現在の状況をお伺いしたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 大津教育部長。 

○教育部長（大津一義君） 

 瀬高橋の改修といいますか、歩道の安全対策については、県土整備事務所も含めて、おお

むね着手をいただくような計画でおりましたが、具体的な時期につきましては統合の時期が

まだ明確になっておりませんので、先送りとなっている状況でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。たしか荒巻副議長が質問されたときは、まず安全面を確保

してから統合のお話を進めていただきたいという御要望をおっしゃっていたような記憶がご

ざいます。学校再編というのは、地域コミュニティーを変える大変大きなことでございます。

しかしながら、再編の一番大きな目標は子供たちの教育環境を整えるということでございま

す。これを最優先に考え、今後も地域のコミュニティーを維持できるような方策を講じなが

ら今後の再編計画を進めていっていただきたいと思っております。 

 そんな中、平成23年９月に再編計画を出されました。そのときに５年後、現在、平成28年

度の生徒数の想定をされております。ほぼ小学校、中学校、変わらないんですけど、一番大

きく想定より変わっているのが瀬高中学校の生徒数です。この上庄、下庄、本郷の後に、計

画では東山、瀬高中学校の統合が時期的には計画されておりました。その後に、水上小学校、

清水小学校を統合し、東山中学校の跡地へ移すという計画でございました。 
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 第２グループの上庄、本郷、下庄が解決しないことには、やはり瀬高、東山中学校の再編

計画も一歩も進まないということでございますでしょうか、お伺いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 大津教育部長。 

○教育部長（大津一義君） 

 再編計画につきましては、おっしゃるとおり、平成23年９月に策定をいたしました。当時

は再編計画の内容につきましては、先ほど議員がおっしゃった５つの統合について、毎年実

施をしていくという計画でおりましたが、実際にはおっしゃったように地域のコミュニ

ティーをどう維持していくかという、それから教育委員会は学校の子供たちの学習集団をど

う再調整して教育環境を整えていくかということで問題提起をするんですが、一方では住民

の方たちは、特に小学校につきましてはコミュニティーというところでちょっと食い違いが

あって、そういったところを丁寧にやっていかなければならないということで、私どもが今

回経験をさせていただきました。 

 再編計画の一番の課題については、複式学級の解消ということが一番の課題でございまし

たので、当面はそこに集中をしていきたいというふうに思っております。当初の計画から非

常に時間がかかっていることは十分承知をしておりますが、優先順位から申し上げますと、

当面、第２グループの複式学級の解消ということ、それから当初どおり３校の統合というこ

とをやり上げていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。もう一度申し上げますが、再編計画の大きな目的は間違い

なく子供の教育のためでございます。慎重さは大事ですが、余りにも慎重過ぎると教育の機

会の損失にもつながりかねませんので、今後検討をお願いしたいと思います。 

 では、最後の質問に移らせてもらいます。 

 ここ数年、みやま市の小学生がみやま市外の中学校に行く人数が多くなっていると聞いて

おります。この人数をお教えくださいますでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 藤岡教育部指導室長。 

○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 平成27年度のデータでいいますと、29名の小学生が私立の中学校のほうに進学をしている

ということでございます。数値でいいですか、はい。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。29名の小学生がみやま市外の私立中学校に行っている。皆

さん、どう感じられたでしょうか。思ったよりもかなり大きな数字と感じられたんではない

でしょうか。私立中学校への進学は、学力の問題、家庭の問題、友達関係、兄弟関係など、

さまざまな要素があるとは思いますが、私は人生の基礎である義務教育は地域の中で地域の

人々の支えと見守りの中に置かれるべきではないかと考えます。さまざまな事情があるとは

思いますが、先ほど来申し上げました学力向上、そして不登校児を生まないような政策をと

りながら、みやま市内の中学校に進んでもらえるような取り組みを今後も進めていただきた

いと思っております。 

 それに絡みまして、小・中の連携は非常によくされていると思います。学校の取り組み、

そして家庭の取り組みもされていると思います。 

 そんな中、先ほど来申し上げました中・高の連携ですが、これもちょっと数字を上げさせ

てもらいますが、県立の山門高校、みやま市の中学校からことしの４月、何名進学されたか、

教育委員会のほうで把握されていますでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤岡教育部指導室長。 

○教育部指導室長（藤岡育代君） 

 本年度、平成27年度、市内の中学生の進学先の山門高校の進学者数ですが、27名でござい

ます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 室長、ありがとうございます。そうですね。今、山門高校はクラスが１クラス減りまして、
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１学年160名です。私が高校のときに、高校は別なんですけど、360名と聞いております。そ

の約半数はみやま市内の瀬高、高田、東山、山川から来ておったと聞いております。しかし

ながら、ことしは160名中の27名しかこの地元の山門高校に進学しておりません。 

 市長、申しわけないですけど、この数字に関して率直な見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 大変遺憾だと思っております。かつては山門高校というのは、学区制もありましたので、

みんな必ず山門高校に行かなければいけなかったんですけれど、学区制がなくなりまして各

高校の競争ということになりまして、進学で山門高校が伝習館とか、あるいは八女高校とか

に少しずつ負けてきたということが大きな原因ではないかと思いますので、ぜひ山門高校に

おかれましてもそういった進学をもう少し頑張っていただいて、伝習館とか、あるいは八女

に負けないような進学をしていただければ、必ずや山門高校にも生徒が帰ってくるんではな

いかと思っておりますので、強く山門高校にその点を要望していきたいと、このように思っ

ています。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ２番吉原政宏君。 

○２番（吉原政宏君） 

 はい、ありがとうございます。もちろん進学先は子供と保護者がともに子供の将来の進路

をよく考えて決めることだと思いますが、その際に、しっかりと地元の学校として山門高校

の魅力を子供たちに伝えてあげる。その機会を中学校としてもつくってやることが大切では

ないでしょうか。 

 先日、山門高校でお話を聞かせてもらいました。みやま市内の中学校への個別学校説明会

は今のところしていないということでございます。全体の学校説明会はあっても、していな

いということでございます。山門高校からは喜んで、もちろん何回でもみやま市内の中学校

に足を運んで説明会を開きたいということでございましたので、今後も連携をとって進めて

いっていただければと思います。中学生にとって生徒の学習意欲をいかに高めるかは、やは

り通年の課題でございます。中学生は高校受験までの姿はイメージしますが、入学した後、

その後の学びというのはイメージできていないのが現状ではないでしょうか。高校での学び
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がどのようなものか、そのために必要な力を何かをすることで、中学校での学びや行事にも

もっと前向きに取り組むようになるのではないかと感じております。 

 今後、中・高連携によって、基礎学力が定着した学習意欲の高い生徒を育て、大学入試に

もさらにつなげていっていただければと思います。 

 もう時間もございませんので、最後、締めさせていただきたいと思いますが、私も子供た

ちのためにも、市内の小・中・高の教育連携をさらに高めるとともに、初めに申し上げまし

たが、家庭の経済的な理由による教育の格差がなく、ここみやま市に住めば公立学校で安心

して高い教育が受けられる、さらにその先の子供の能力を広げることができる、そんなまち

であるということをＰＲし、子育て世代の定住促進にもつなげていただければと思います。 

 これからの人口減少時代に対応しながら、今の子供たちが10年後、20年後にもこのみやま

市で活躍できる土台をつくり続けることが今を生きる私たち大人の責任であります。この責

任を全うできるよう私も最善を尽くしてまいりたいと思います。 

 最後になりますが、現場において日々休むことなく子供たちの指導に当たられている先生

方にエールを送りまして、本日、私の中学校教育の充実についての質問を終了させていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 お疲れでした。 

 それでは、ここで暫時休憩をいたします。休憩後の会議再開は10時41分から、10分間休憩

をとらせていただきます。 

午前10時31分 休憩 

午前10時43分 再開 

○議長（牛嶋利三君） 

 それでは、休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行ってまいります。 

 続きまして、５番古賀義敎君、一般質問を行ってください。 

○５番（古賀義敎君）（登壇） 

 議席番号５番、古賀義敎です。議長のお許しをいただきましたので質問に入らせていただ

きますが、その前に、熊本地震で亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げます。また、

私にも知人から、友人からメールが来ておりますが、やはりちょっとの揺れでも心が休まら
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ないと、そういう状況のようです。心の安らぎを一日でも早く取り戻されるようお祈り申し

上げます。 

 では、きょうは２つの質問をさせていただきますが、まず教育環境の充実、小学校の35人

学級についてを質問させていただきます。 

 少人数学級の定数改善については、国に対し学校の先生方より10年も前から請願が毎年出

されています。しかし、今なお改善が進まない状況です。この国の40人学級とは、40人の子

供の数までは１クラス、41人になれば20人と21人の２クラスに分けるという国の学級編制方

式です。 

 そこで、10年前とは違いまして、少子化、核家族化の進行に伴う家庭力の低下に加え、地

域社会のバックアップも少なくなり、それに伴い、いじめ、不登校、子供の貧困など、学校

はますます厳しい状況に変わってきています。 

 みやまの将来を担う大切な子供たちが生き生きと活動し、人間性豊かな、そしてさらなる

学力向上を目指せるような学びの環境を整えてやることが今大切なことだと思います。学力

テストにおいては、みやまが合併した当時から県内ではトップクラス、ずっと保ってきてお

ります。しかしながら、そのトップの座が少しずつ縮まってきておると、そういう状況がご

ざいます。20人のクラスと40人のクラスでは生徒一人一人に携わられる時間は当然違ってき

ます。学力だけでなく、児童・生徒との心の触れ合いを重視した教育、その時間が子供たち

の人間形成にとって極めて重要なことであり、児童・生徒一人一人と向き合うことが教育委

員会が今目指されている、みやまの力を育成する裾野教育につながることではないかと私は

思います。 

 そこで、35人学級の実施をお願いするものです。よろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君）（登壇） 

 児童・生徒の適切な教育環境、とりわけ学習集団の適正規模に関心を持っていただいてあ

りがとうございます。古賀議員さんの教育環境の充実についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の小学校の35人学級についてですが、現在、みやま市教育委員会では挑戦力、

チャレンジスピリットを中核として、知恵、社会性、健康をあわせ持つ、みやまの力を育む

ための裾野教育を実施しており、子供にとってよりよい教育を行うための教育環境の充実を
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推進しています。教育環境の一つとして、古賀議員さんのお尋ねの中にございますように学

級規模がございます。そこで、まず学級規模の点から説明申し上げます。 

 みやま市立学校再編計画の中では、みやま市立小・中学校の学級の適正規模は、小学校低

学年で20人から30人程度、中・高学年では20人から35人程度、中学校では25人から35人程度

と定めており、みやま市教育委員会といたしましては、おおむね30人を適正規模の学級編制

と考えております。そのような中、基準を超える学級がある学校につきましては、現在３つ

の対応をしております。 

 まず１つは、小学校において県教育委員会より配置されています指導方法工夫改善の加配

教員の活用です。第２学年から第６学年において１学年の児童数が35人を超える学校につい

ては、少人数研究指定として県教育委員会に申請し、その承認を得て加配教員を学級担任と

して活用し、学級を２つに分けた編制を行っています。 

 ２つは、小学校において、第１学年に30人以上のクラスのある学校に対して１名、または

第２学年から第６学年において30人以上のクラスが２クラス以上ある学校に対して１名、そ

れぞれ市費で少人数支援員を配置しています。この支援員につきましては、学級担任として

の活用はできませんので、それぞれの学級の中にいて補助的な指導をしていただいています。 

 ３つは、中学校において、全学年を対象に、１学級当たり生徒数35人以下の学級編制を行

うため、市費を投じて特別教員を配置しております。この教員は、県費講師同様の任用とし

ておりますので、学級を２つに分けて学級担任をすることができます。 

 以上のような対応をとりながら、小・中学校ともに、個に応じたきめ細やかな学習指導や

生徒指導ができることから、落ちついた学びの環境の中でみやまの力の育成を推進している

ところです。 

 議員さんの御質問にあります小学校35人学級につきましては、中学校同様に市費で学級担

任ができる教員の配置をすることも一つの対応かと考えますが、配置するためには県費負担

の講師と同様の条件となりますので、かなりの予算が必要となってまいります。限られた予

算の中での対応となりますので、予算の確保については今のところ厳しい状況であります。 

 つきましては、まずは県の加配教員を活用した少人数研究指定の配置を市全体で工夫して、

また、予算面での検討も行いながら、適正規模による教育環境の充実に努めてまいりたいと

考えています。 

 以上です。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 詳しいお答えありがとうございました。 

 市費で少人数支援員を配置しておりますということでございますけれども、学級担任とし

ては活用できないと。しかし、私が35人学級のお願いをしておりますところは、もちろん支

援員の方がおられれば子供たちにその授業のフォローができるかと思います。しかし、心の

フォロー、道徳のフォローは担任でないとできない、そこを私としては重視しておるわけで

す。 

 県内には30人学級を実施している市町もあると聞いています。さっき教育長申されたとお

り、もちろん予算が伴うことであり、30人学級と申しますと１クラス15人となりますので、

果たして15人のクラスの人数が適正かどうかということは私はわかりません。まずは35人学

級編制の実現をと思っております。35人であれば、36人以上ですから、18名ぐらいの子供数

になると。40人学級の中で約10人から15人の生徒が授業内容の理解ができなかった場合、後

でのフォローはかなりの厳しいものが先生には出てきます。20人学級になりますと、五、六

人の子供が授業の理解ができなくても個別指導が可能ではないかと思っています。また、い

じめが発生した場合に、１クラスであればクラスがえもできません。６年間一緒のクラスと

いうことは、対応策や問題回避の糸口が見出せないのではないかと思っています。学校とい

たしましても、先生は一人でも多いほうが、先生がチームを組んで子供たち一人一人にきめ

細かな対応ができるかと、学習の質を高めることができるかと思いますが、そこら辺のこと

はどういうふうに考えてありますでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 先ほど申しましたように、適正規模は小学校では20人から30名、あるいは35名というふう

なことで再編計画ではなっています。 

 つけ加えをしておきますと、みやま市は１学級10人前後の学級規模の学校、20人より少な

い学校が結構ふえてきておりますけれども、ここにつきましては、学習集団を少し大きくす

るということが中期、長期的な課題であろうと。そこに再編計画が絡んでくるわけでござい
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ます。 

 さて、35人学級は、人数を35人から少し落として、20人から30人ぐらいの学級規模でやろ

うと。意図は、文部科学省も言っておりますように、学力調査等の結果も含めた学習全体の

確実な定着、それから人間関係力の向上、そして先生がいろんな子供の諸問題にきめ細やか

に対応できる等の趣旨があるわけでございます。だから、おっしゃいましたように、一人一

人の子供にできるだけ目を向けるということが非常に学力、学習の面でも、あるいは生活全

般の面でも大事であるということは間違いありません。 

 そこで小学校につきましては、先ほど御説明しましたように、加配教員、平たく言うと

ＴＴの先生というふうに考えていただければいいわけですが、学級担任以外の定数として

みやま市では９名の配置がなされております。これはできるだけ子供の数が多い学校に今配

置をしておりますけれども、習熟度別やチームティーチングを校長の判断でどの学級にする

か判断しますが、行っていくということになります。これを県に申請して学級担任に充てた

いと、これこれこういう理由でですね。承認が来ますと、その加配教員を学級担任に充てて、

１学級40人ぐらいの学級も２クラスにできると。これで対応していますのが下庄小学校、南

小学校、二川小学校ということになるわけですね。そのかわり、その学校には加配教員、

チームティーチング等をやるようにということで配置している趣旨はできないという弱みも

出てくるということになります。 

 それで、小学校の今後の方向性は、今、二川小学校に２クラス35人以上の学級を有してい

るわけですね。ここには研究措置ができていないと。だから、学年が低い学年のほうに来年

度はそれができるように措置をして、できればやりくりをして、そういうふうなことを今考

えています。 

 それから、研究措置ができない学校にしましては、先ほど言いましたように、１年生にお

いては35人以下の30人を超える学級について１人、２年生から６年生までには30人を超える

学級が２クラスある学校については１人の支援員をつけて担任の先生を補助するというふう

に措置しているわけですね。これは非常に助かります。私も校長経験のときに措置をしてい

ただきましたが、校長としても担任としても助かるわけですね、うまくチームでやっていけ

ば。だから、それぞれの制度の中でやっていく、工夫をするということが第一義であります。

総合的に判断して、どうしてもさらに必要だという学級の状況等があれば、次に進んでいか

なければいけないというふうに考えているところであります。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 学級の子供数が何人が適正かということは議論が尽きないわけでございますけれども、大

変な苦労をされて子供たちの育成に当たっていただいていることはわかります。小学校１年

生は国の施策により35人学級が実施されておると。 

 このみやま市が合併する当時、一番参考にいたしましたのが筑後市のことであります。近

いし、人口もほぼ似ておるというところで筑後市を参考にしてまいったと思います。筑後市

では２年生については、さっきおっしゃった県が加配の先生を全て２年生に配置して35人学

級が可能になっています。筑後市の課題は、３年生から６年生までであったということです

けれども、国と県が１年と２年の子供たちに対し35人学級を実施した。じゃ、筑後市として

は、２年生までは35人学級で、３年生になったら40人学級でまた２クラスに変えるのかと、

そこら辺の問題が出てまいりまして、今、筑後市では３年から６年まで市の負担で35人学級

をやっておられます。人口がうちよりも１万人多いですけれども、筑後市は131クラス、み

やま市が99クラス、生徒数にいたしまして、筑後市が2,800に対し、うちは1,829名、大体

1,000人ぐらい筑後市の子供の数が多いというような結果が出ておるかと思います。 

 国、県が市町の自主財源で35人学級を実施しなさいと言っていませんけれども、さっき申

しましたとおり、３年になって１クラスにはできないという筑後市の悩みがあったというこ

とですが、みやまの場合もそういうケースは、じゃ、１年のときは２クラス、２年になった

ら１クラスにせにゃいかんという状況が今の段階で出てきますか。今後そういうことが想定

できますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 加藤学校教育課長。 

○学校教育課長（加藤武美君） 

 ２年生の35人学級の件ですけど、県の学級編制の事務手続に定められておりますことです

けど、小学校２年生、これは原則として少人数学級編制研究指定を活用した35人以下の学級

編制をすることということでありますので、まず１年生が35人学級の場合、２年生以上につ

いてですけど、まず２年生からそういった加配をしなさいというふうな指導があっておりま

す。 
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 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 ということは、さっき振り分けておるという教育長の説明でしたけれども、２年生までは

加配の先生を使って35人学級をやった場合、じゃ、３年生でそういうケースが将来的に出て

くるということだと思いますが。 

○議長（牛嶋利三君） 

 加藤学校教育課長。 

○学校教育課長（加藤武美君） 

 それはあり得ることです。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 その場合は、子供たちとしては、先生たちとしても今まで20人教えておったのが、40人も

教えなきゃいけないと。そういうふうなことになれば、40人教えておった先生は20人のクラ

スはもちろん教えることはできると思います。しかし、20人教えておった先生が急に40人の

子供たちを教えにゃいかんごとなっても、それは教育長も昔は先生ですから、大変なことだ

と感じられることと思います。これについては、それはもう答えも聞かずに大変なこととは

もうわかりますけれども、この分は地方交付税の算定基準の中には入っていないでしょうね、

こういう先生を１人ふやした場合の。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田企画財政課長。 

○企画財政課長（坂田良二君） 

 交付税の単位費用にそういう積算基礎はございますけれども、国の基準どおりであります

ので、国の基準を超えた少人数対応の経費は入っていないと思われます。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 
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○５番（古賀義敎君） 

 来年から算定するというような通達も来ていませんね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田企画財政課長。 

○企画財政課長（坂田良二君） 

 存じ上げません。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 それはそうだと思います。来なくても、必要なものは必要なものでありますから、その点、

頭の中に入れていただければと思います。 

 それから、義務教育の中で子供たちには平等な教育を受ける権利、学習権があると私は

思っています。その中で、いつも教育長が口にされている教育の質についてですが、教育の

質は目に見えて厚い、薄いがあってはならない、差があってはならないと思っています。み

やまの将来を託す子供たちでもありますから、社会教育を含めた教育委員会の中での予算の

やりくりでなくて、教育予算に関係なく、子供たちの権利と大人の義務を遂行しなければな

らない、私はそう思います。まして、中学校では35人学級の導入を図っておられるわけです

から。 

 ちょっと待ってください。35人中学校やっておられますが、その成果について説明願いま

すか。効果といいますか、メリットとはおかしかですね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 加藤学校教育課長。 

○学校教育課長（加藤武美君） 

 35人学級における成果というのが数字にあらわすことができませんので、なかなか数字で

はお答えできませんけど、まず、学習面についてですけど、学力については短期間で見える

ものではございません。ですので、これについても数字はお示しできませんけど、ある中学

校では、１年生と３年生の学力を比較した場合、国語、数学が伸びているという結果は出て

おります。その要因の一つに特別教員の配置があるのではないかというふうなことでお聞き

をしております。それから、生徒一人一人きめ細やかな指導を受けることができるというふ
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うなことは成果ではないかと思います。また、生活面においてもきめ細やかな配慮ができる

ことから、生徒間のトラブル等、これを早期に発見して対応できるというふうなことは言え

るのではないかと思います。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 非行が減ったとか、悪さ坊主が少なくなったとか、そういうところはございませんか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 加藤学校教育課長。 

○学校教育課長（加藤武美君） 

 ちょっとなかなか具体的にはそのことは聞いておりません。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 今、課長が答弁しましたように、教育は全てが数値では出てきませんのでなかなか難しい

面もありますが、考えるに、中学校にそういうふうな措置を先にされたというのは、やはり

中学校の子供の生徒指導上の問題もあると思うんですね。それにいろんな諸問題があるとき

にどう対応していくかというときにはマンパワーが必要でして、その担任をふやすというこ

ともあるんですが、中学校は学年のチーム化というのが非常に大事になってくるんです。学

年主任を中心に学年がチーム化できると。そういう体制がとれるためには少なくとも２クラ

スはないといかんと。山川中学校と東山中学校はこの市費の措置がなかったらもう１クラス

なんですよね。それから、部活の指導とか、総合的に考えられてやられたというふうに思っ

ています。だから、直接この効果ということで聞いたわけではありませんが、非常に助かっ

ているというふうに、山川中学校の校長も東山中学校の校長もその学校のチーム化という観

点からありがたいですということを申します。 

 ちょっと話が変わりますが、先ほど瀬高中学校の件で、名誉のために申し上げておきます

けれども、瀬高中学校は、かつては十数年前までは南筑後教育事務所管内の教育研究のモデ

ル校だったんですね。それがこの十数年の間にいろいろな要因でちょっと力を落としてきて
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いると。私は、瀬高中学校が復活すれば、みやま市中学校の学力調査はもちろんですが、み

やまの力は大いに伸びていくんじゃないかというふうに今考えているところなんですね。 

 恐縮ですけれども、いいことですから、その証拠といいますか、１つ例を申し上げておき

ますと、５月19日に県の義務教育課の課長さんが近隣に来られたついでに、みやま市の中学

校を見せていただきたいということで、そして教育委員会の協議を望まれたのでしましたが、

教育委員会に近いということで山川中学校の生徒を見てもらいました。非常に感心して帰ら

れたんですね。自分が20校近く県内の中学校を見たけれども一番いいと、生徒が非常に落ち

ついておるし、次はその学校の雰囲気がいいと、先生たちのですね。絶賛されたわけです。

だから、みやまの中学校は決して悪くない、土台がしっかりしていると、生徒も先生も学校

チームもですね、そんなふうに思っています。あとは瀬中が数年かけて、すぐ一朝一夕には

いきませんが、市民の皆様、保護者の皆様の御支援もおかりして復活していけば、中学校も

軌道に乗ってくるというふうに中期的な見通しを持っています。 

 そういうことも含めて、瀬中もことしは１人配置をせざるを得なくなりましたし、なかな

か児童・生徒の数というのが非常に厳しい状態にみやま市全体がなっているところです。 

 中学校においては、学力、学習面、それから、問題行動の対応も含めて、学校の指導体制

の強化という面で非常に効果があるというふうに思っているところであります。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 はい、ありがとうございます。中学校の35人学級の導入を図った結果は、その成果も出て

おるということを今発言していただいたと思います。 

 やはり教育予算に関係なく子供たちの権利と大人の義務を遂行していただきたい、私はそ

う思っていますので、すぐにでもとは言いませんが、みやまの将来を託す子供たちでござい

ますので、35人学級の実施をやっていただければと考えます。１、２年は35人学級できるわ

けですから、中学校もやっておるわけですから、あとの３年から６年までの35人の学級につ

いて、今後、見通しとしてどういうふうに教育長としては考えられるのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 御指摘の趣旨は非常によくわかります。学級規模、適正規模という観点はもう御指摘のと

おりですね。 

 ただ、対応としてどういうふうにしていくかというと、これは１人配置するのに6,000千

円近くの市費を投じておるわけでございますので、いろいろと総合的に考えて対応しなけれ

ばいけません。それで、先ほど申し上げましたように、９人の加配についてどういうふうに

するかということをもう一回全体で考える。よそから持ってくるということになりますと、

今配置している学校の校長の理解も得ないといけませんからですね。そういう調整も含めて、

今のところ二川小学校に２クラスの35名以上の学級がございますから、そこの児童の状況等

も考えて、来年度どうするかということを考えて、そのときに一番は県費の加配教員の配置

ということでまずしていきたいというふうに思っています。 

 それから、市費の少人数対応の支援員の配置も今やっているわけですけれども、なかなか

児童の状況、あるいは教職員の力量等から考えたときに、非常にこれは厳しいということに

なってくると、御指摘のように、市費で特別教員の配置というふうな段階に入っていくんだ

ろうというふうに今のところ考えております。よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 じゃ現在、小学校の35人以上のクラスは、36人から40人までのクラスは何クラスあるんで

しょうかね。 

○議長（牛嶋利三君） 

 加藤学校教育課長。 

○学校教育課長（加藤武美君） 

 現在の市内小学校の35人以上のクラスは、下庄小学校の３年生、それから南小学校の４年

生、二川小学校、これが２年、３年、５年の５クラスでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 
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 ５クラスというと、さっき言われた6,000千円といいますと30,000千円か。それに加配の

先生もおいでということですので、二、三人の先生を雇用できれば、うちでも35人学級が可

能なのかなというふうに私としては計算をしますが、特に1,000人も多い筑後市、32クラス

多い筑後市で35人学級をやっておられるわけですから、同じ教育の質をみやまの子供たちに

も与えていただければなと深く思います。ことしはもう予算もないわけですからできないに

しても、今後そこら辺、財政のほうの支援もいただきまして、教育委員会関係の予算だけで

なくて、そこら辺のやりくりでどうにかお願いしたいと思います。以前の教育長もいらっ

しゃいますので、剣道の指導よりも熱心な教育長でございました。教育長、ここにおられま

すので、よく話し合っていただいて、前向きに子供たちにみやまの財源を利用していただけ

ればなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 高野副市長。 

○副市長（高野道生君） 

 私のほうから答弁をさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、みやま市の児童・生徒が同じ教育環境のもと、同じ条件で教育を受

ける権利を有しているということは十分理解しております。 

 そういう中で、みやま市の学習環境、教育環境は近隣の市町村と比較しても充実をしてい

るとは思っておりますが、ただいま御指摘もございましたので、教育委員会と十分協議をい

たしまして、本当に教育を受講する上で支障が出ているかどうか、そこら辺ちょっと私も今

わかりませんので、十分協議をさせていただいて、今後については対応を考えていきたいと

思っておりますので、お時間をいただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 議長、２問目よかですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 よかですよ。 

○５番（古賀義敎君）（登壇） 
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 では、２つ目の質問でございます。子育て支援の充実についてということで、今のみやま

市の大きな課題は定住促進でありますが、それと同じく少子・高齢化の改善も急を要する課

題だと思います。その改善には子供を安心して産み育てられる環境づくりが必要不可欠です。

みやま市人口ビジョン及び総合戦略、１センチぐらいの厚い冊子ができておりますけれども、

そのアンケートの中にも、子育てや教育には時間とお金がかかり過ぎると、経済的負担の軽

減が多く望まれています。また、最近の報道では子供の貧困が社会問題となっており、子育

て世帯への負担軽減がまだまだ必要であるかと思います。何度も申しますが、将来のみやま

の財産となる子供たち、若い世代に投資して磨いて宝にすれば、近い将来、必ずみやまの力

になると考えます。子供一人一人の世帯に現物支給ができれば、食べ盛りの子供たちのおな

かを満たすだけでなく、地産地消や食育にもつながり、一石二鳥、三鳥の取り組みになると

思います。きょうは、その現物支給については、子供１人の世帯に対し、子供１人２キロと

か５キロとか、そういう数字ではございますけれども、地産地消、食育の教育を兼ねてお願

いできないかという質問でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 続きまして、古賀議員さんの子育て支援の充実についての御質問にお答えをいたします。 

 本市では、平成27年３月に策定いたしました子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育

所の整備や放課後健全育成事業など、さまざまな子育て支援事業を取り組んでおります。特

に保育料につきましては、市の独自財源を活用し、平成27年度より保護者の負担軽減を行っ

ているところでございます。 

 健康づくり課におきましては、乳幼児医療費を平成27年10月より中学校３年まで拡充し、

医療費の負担軽減を図ることで、子育てしやすい環境づくりに努めております。 

 教育委員会におきましては、経済的理由による就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、

義務教育に伴い必要な学用品費等の援助を行っております。 

 国におきましては、消費税の引き上げが見送られたことにより不明な点もございますが、

一定所得以下の多子世帯の子供さんが保育園、認定こども園等に通園する際、２人目は半額、

３人目は無償とする支援策が４月より既に実施されております。 

 また、児童扶養手当につきましても、２人目、３人目への加算額を平成28年８月分より増
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額することも既に通知されております。 

 古賀議員さんの御質問は、これらの支援策に加えて、地産地消の観点から子育て世帯にみ

やま市産米などの現物を支給してはどうかという御意見だと思います。 

 先日、宮崎市で貧困家庭5,000人に２キロ相当、千円分のお米券を郵送するという事業が

新聞に掲載されました。建設会社の方が寄附された5,000千円を原資にした事業だと聞いて

おります。 

 本市において米などの現物配布を実施する場合、どのような子育て世帯を対象とするか、

どのような形で配布するか、また、その原資をどうするかなどの課題がございます。 

 現時点では現物配布の考えはありませんが、地産地消の観点から、道の駅みやまの商品券

の活用などは今後の施策の中で研究課題だと考えているところでございますので、御理解賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ５番古賀義敎君。 

○５番（古賀義敎君） 

 時間も少なくなってまいりましたので、即本題に入らせていただきますけれども、高校生

以下の子供たち、１人５キロで考えた場合、私の試算では5,000人ぐらいの子供たちがいま

すので、５キロにして1,500円ぐらいで、7,500千円から8,000千円ぐらいで子育て世帯への

米の現物支給ができる計算となります。その金額で子育て世帯への負担軽減や地元の米農家

もいいし、米販売者も助かると思います。地域の子供は地域で守り育てるという青少年の健

全育成にもつながる、いいことづくめだと思っております。現物支給は補助金とは違って市

外の方の目にも見えます。保育料の援助があり、医療費は中学校まで無料にされております

ので、その上、米までもらうげなと、そういう話にならないかなと。みやまなりの独創性を

持った、人に優しいまちづくりをお願いしたいと思います。 

 地産地消のスマートエネルギーでもうかっておられるというとなんですけれども、黒字だ

と思いますけれども、その分を地産地消の米に分けていただけないか、市長いつもの太っ腹

でお願いできないかと思っております。ここには元組合長の徳永議員さんもおいでですので、

子供たちのためなら農協も頑張りますよと言っていただけるかもしれません。ただというわ

けにはいかないですね。農家には米の支払いをせにゃいかんわけですから、その点、みんな

の力で子供たちに少しでも手助けができればと思います。肉、野菜、米などの材料負担のみ
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の給食費でも、子供が３人、４人世帯となれば厳しい負担になります。今ありましたように、

現物支給が無理ということであれば、そちらのほうに米を回していただいてもいいのかなと

思いますし、子育て世帯への理解と負担の軽減が進み、安心して一人でも多くの子供を産み

育てられる環境が前へ進めば、私としてはそれでいいことだと思っております。今出ました

道の駅の件に関してもそうでございます。あとは行政のプロである課長さんたちにお任せし

たいと思いますが、きょうの私の提案は単なる一つの例でございます。今後、国の補助金

カットや人口減少に伴う厳しい財政状況が考えられますけれども、将来のみやまをつくる子

供たちへの財源を使っていただければと思います。 

 ここはもう回答は要りません。課長が何かもう早く終われというような顔をしております

ので、もちろんことしの予算はございません。今後、そういうことを考えていただければい

いかと思います。起爆剤になればと思っての発言でございました。子供たちのことをよろし

くお願いいたします。きょうはありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 終わりますか。（「終わります。もう議員さんも早く終われという顔……」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、続きまして１番奥薗由美子君、一般質問を行ってください。 

○１番（奥薗由美子君）（登壇） 

 皆様こんにちは。議席番号１番、公明党、奥薗由美子です。 

 質問に入らせていただく前に、４月から続く熊本地震によりお亡くなりになった方々の御

冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、みやま市の子供の貧困

対策について質問させていただきます。 

 公明党は、子供の将来が生まれ育った環境に左右されることのない社会をつくろうと、

2013年６月に子どもの貧困対策推進法の成立をリードし、これを受け、政府は2014年に子ど

もの貧困対策に関する大綱を決定し、具体的な対策に乗り出しました。 

 厚生労働省によると、平均的な所得の半分を下回る世帯で暮らす18歳未満の子供の割合、

いわゆる子供の貧困率は2012年に16.3％で、６人に１人が貧困状態にあるという結果となり

ました。山形大学の戸室健作准教授の調査では、子供の貧困率上位10位以内に九州・沖縄の

５県が入っており、１位は沖縄県で37.5％、福岡県は４位で貧困率19.9％、九州・沖縄の子
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供の５人に１人が貧困状態という結果でした。また、文部科学省の調査では、就学援助制度

の支給対象となった小・中学生の割合が2012年に15.6％となり、過去最高を更新しました。

2013年にはやや減少したものの、経済的に苦しい家庭の子供は依然として多い状況が続いて

います。 

 こうした状況の中、子供の貧困対策に全国の自治体も取り組み始めています。 

 そこで、みやま市としての子供の貧困対策の具体的な取り組みについて２点お尋ねいたし

ます。 

 １点目に、制服のリユース（再利用）についてお尋ねいたします。 

 みやま市では現在、小学校入学時にかかる制服や体操服、その他の学用品などの購入費用

は最低でも約60千円から70千円、中学校では約100千円かかります。夏服や体操服の洗いが

え用に２枚以上購入したり、部活道具代などほかの費用も含めれば出費はもっとふえます。

また、子供の成長に合わせて大きいサイズへの買いかえも必要で、生活困窮世帯だけでなく、

多くの家庭にとって大きな負担となっています。しかし、制服を譲ってほしいと頼むのが恥

ずかしいと思っておられる方も多いのではないでしょうか。 

 そこで、卒業などで制服が不要になった方と制服が必要な方をつなげ、譲るほうも譲り受

けるほうも気兼ねなく利用できる制服リユース、制服リサイクルの場を市として提供しては

いかがでしょうか。子供の貧困対策というだけでなく、各家庭の負担を少しでも減らし、ま

た、子供たちに物を大切にする心、もったいない精神を育んでもらう助けにもなる取り組み

ではないかと考えますが、市としての見解をお聞かせください。 

 ２点目に、子供食堂についてお尋ねいたします。 

 経済的な理由で食事を満足にとれなかったり、親が忙しく１人で食事をしている子供たち

に無料や低価格で食事を提供する子供食堂が全国で相次いで誕生しています。近隣自治体で

も徐々に設置や設置を目指す動きが広がっています。運営はＮＰＯ法人や企業が主体となっ

ていますが、北九州市では2016年度、自治体としては全国初の子供食堂の開設を目指し、ひ

とり親家庭の子供に対し、親が帰宅するまでの間、学習支援や食事提供などを行うひとり親

家庭の子供の居場所づくり事業を新たに実施する予算5,000千円を計上しました。また、久

留米市では子ども食堂支援事業として5,000千円を2016年度予算計上し、10団体をめどに運

営費や開設準備費を補助するそうです。自治体で子供食堂の開設を予定しているところはま

だ北九州市くらいのようですが、先日、全国161の市町村長が子供の貧困問題に連携して取



- 92 - 

り組む「子どもの未来を応援する首長連合」の設立総会が開かれるなど、子供の貧困対策は

社会的にも重点政策となっています。八女市では子どもの貧困対策推進事業として6,620千

円を計上、本年度中に市内の子供の貧困に関する調査を行い、子供の貧困対策推進計画を策

定する方針です。 

 みやま市として子供食堂を設置するためにはいろいろな問題があるかとは思いますが、子

供食堂の開設を含め、子供の貧困に対して今後どのような施策をお考えか、お聞かせくださ

い。 

 以上、２点につきましてお尋ねいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君）（登壇） 

 子供の生活状況に応じた教育支援の御質問、ありがとうございます。奥薗議員さんのみや

ま市の子供の貧困対策についての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の制服のリユース（再利用）については、私のほうから回答させていただき

ます。 

 小・中学校の制服については、旧山門三池郡時代から全小・中学校で着用しており、みや

ま市立小・中学校に引き継がれております。制服は統一性があり、家庭と学校とのけじめが

つけやすいなどの利点があるからだと考えられます。 

 一方で、議員さん御指摘のとおり、制服を含めて小学校及び中学校入学時にかかる体操服、

その他学用品などの購入において、生活困窮世帯だけではなく、多くの家庭にとって大きな

負担となっている状況については、教育委員会としても認識しているところであります。 

 そのような中、制服リユースの取り組みについては、家庭の負担軽減、また、子供たちの

物を大切にする心の育成という観点から議員さんの御意見に賛同するところです。 

 みやま市内の小・中学校でも学校やＰＴＡなどを主体として、学習参観やバザーの日を活

用しながら既に取り組みを行っている学校が幾つかあります。みやま市内全校での取り組み

として広がっていくならば大変ありがたいことではないかと思っております。さらに、今後

も学校、ＰＴＡなどが主体となって実施していただくことでスムーズな対応ができていくの

ではないと考えているところです。教育委員会といたしましては、学校やＰＴＡなどに委ね

るだけではなく、情報提供などについてできる限り協力をしてまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 続きまして、２点目の子供食堂についてでございますが、こちらは私のほうから回答を申

し上げます。 

 議員御指摘のとおり、子どもの貧困対策推進法が平成26年１月に施行され、福岡県におい

ても平成28年度から平成32年度までの５カ年を１期とする福岡県子ども貧困対策推進計画が

策定されております。 

 この中で、平成26年度の生活保護を受給する17歳以下の子供の数は１万7,893人、要保護

及び準要保護児童・生徒数は９万1,521人であり、公立小・中学校の全児童・生徒に占める

割合は22.6％となっております。福岡県はこれらの状況から、子供の貧困率は全国数値を上

回っているのではないかと考えられています。 

 さて、子供食堂の開設に向けての市の考え方についての御質問でございますが、子供食堂

を開設するには幾つかの課題があると考えています。 

 １点目は、支援を必要とする児童をどう把握するかという点でございます。一言で貧困と

申しますが、どういう御家庭の子供たちが貧困と位置づけられるか、また、その子供たちと

支援をどう結びつけるかという課題がございます。 

 ２点目は、子供食堂を開設する場合、その運営を担っていただくボランティア団体の存在

が不可欠でございます。市内にもボランティア団体が幾つかございますが、そういった団体

が運営を担っていただけるかが２つ目の課題だと考えております。 

 ３点目は、開設場所の問題でございます。どのような施設を利用して開設するか、また広

範囲にわたるみやま市内において、１カ所の開設でよいかなどの開設場所の問題が３点目の

課題でございます。 

 近隣市においては久留米市が平成28年度に開設に向けての予算を計上されています。また

大牟田市においては、社会福祉協議会より月に２回開催される子供食堂を本年２月から開設

されていますが、これは貧困家庭への食事提供ではなく、地域における世代間交流のための

子供の食堂としての開設と伺っております。 

 この件につきましてはさまざまな課題がございますので、今後の研究課題として慎重に検
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討をさせていただきたいと存じますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 教育長、市長、答弁どうもありがとうございました。 

 具体的事項ごとに再度また質問させていただきます。 

 まずは、１点目の制服のリユースについてでございます。 

 先ほどの答弁でも私の意見に賛同するということでおっしゃっていただきましたので、

早速進めていただけるものと思っておりますが、こちら答弁にもありますように、学校、

ＰＴＡに委ねるだけではなく、情報提供等も含めて教育委員会でも率先して進めていただき

たいと再度要望いたします。 

 あともう１つ、まずは制服のリユースから始めて、利用者の方のニーズなども含めて、例

えばお道具代とか、さまざまな学用品、ちょっと体操服は、ほかの方の体操服とかを着ると

いうのに抵抗のある方もいらっしゃると思いますが、そういったほかの品目につきましても

リユースを進めていくような形で、ぜひそういったいろいろな品目のリユース拡大も検討し

ていただきたいと思っておりますが、教育長としてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 長岡教育長。 

○教育長（長岡廣通君） 

 まず、入学時に制服が一番でしょうけれども、いろんな準備の経費がかかっているという

ことはもう先ほど御答弁申し上げたとおりであります。一応前提としてのですね、これまで

ずっと続いている各市町村同じようにやっているわけですが、要保護・準要保護の制度とい

うのがございまして、教材、あるいは修学旅行、給食費等々、ぜひ子供たちに必要な経費に

ついては、保護者の申請に基づいてかなりの額で市が支援をしております。後でまた数字は

係が申し上げると思いますが、たしか毎年200名前後の児童・生徒に要保護・準要保護の支

給をしておるところであります。 

 さて、それでも制服とか体操服等についての費用は受益者負担ということでまいりますの

で、今のリユースにかかわってくると思います。 

 ただ、みやま市、私も校長をしておりまして、例えば、近所とか保護者の中で譲り合うと
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いうのは結構日常的に行われています、制服でも体操服でも学用品でもですね。だから、無

理して新しいものは買わないというのは、みやま市の全体の風土としては息づいているんで

はないかというふうに思うわけですね。 

 それと、本郷小学校が今度は平成29年度から下庄小学校に編入をするわけですが、当然

制服の問題が今後出てくるだろうと。今のところ教育委員会は、もう編入ですから、それ

ぞれの学校の制服や体操服、学用品でするということで進めていこうと思いますし、了解を

得ることができるだろうというふうに思っていますが、制服に関しては、この下庄小学校の

ＰＴＡの御理解と御支援がないといけませんけれども、議員さんが御指摘のような、あるい

は幾つかの学校がバザー等でやっているようなことを展開していただければ案外うまくいく

ような気もしますね。これは今の私の考えであります。 

 いずれにしても、これはどちらかというとＰＴＡの活動の一環としてやられていくだろう

と思いますから、情報提供というのは、例えば、この学校ではこういうふうなリユースの取

り組みをしてありますよと、こういう利点がございます。この学校ではこうですということ

をやはり情報を提供していくことによって取り組みやすくしていくと、あるいは取り組んで

いただく意欲につなげていくということが大事ではないかというふうに考えているところで

あります。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございました。 

 私の年代も姉から制服をお下がりということで、全部近所の方から確かにお下がりでも

らったりとかしておりましたが、やはり子供も少子化でそういったお下がりがもらえる人が

近所にいないとか、兄弟にいないとかいう家庭も昔に比べればふえてきていると思いますし、

先ほどＰＴＡが主体となって進めていただくことになるであろうということでありましたが、

やはりちょっと人に言うのは恥ずかしいと思っておられる保護者の方もいらっしゃるかと思

いますので、情報提供も含めながら教育委員会としても積極的にかかわっていただければと

思います。 

 一応この質問については終了させていただきます。 
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 次に、２点目の子供食堂について再度お尋ねいたします。 

 先ほども答弁の中にありましたが、どれだけのニーズがあるのかという、まずそういう

ニーズの把握という問題点、また開設する場合、運営を担っていただくボランティア団体の

存在、また３点目の開設場所、つまり地域の協力がどれだけいただけるか、私もこの３点は

確かに実際開設するに当たっての一番の問題であるかとは思います。 

 しかし、開設に当たって確かに解決しなければいけない問題点が多いというのは十分承知

しておりますが、他市も含めて、積極的にやはりこの問題については市としてかかわってい

ただきたい問題だと思います。 

 子供食堂以外にも学習支援などの支援ももちろんございますが、先ほど古賀議員もちらっ

とおっしゃいましたけど、食というのは子供の成長の根本となるものでもあります。他市を

ずっと取り上げてばかりいてはあれですが、先ほどもありましたが、こういったさまざまな

課題について問題が多いからなかなか進められないということではなく、それ以外の、子供

食堂の開設以外でも子供の貧困問題というのは確かにいろいろな問題として今マスコミでも

取り上げられております。市として子供食堂の開設は現時点ではちょっとかなり厳しい状況

というのはわかりますが、例えば、それ以外の施策について今後何か取り組む予定とかあれ

ば、そういった施策があればお教えください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 子供の貧困対策については非常に重要な問題だと思っております。現在は、いろいろな施

策をみやま市でやっているんですけれども、今おっしゃったように、ひとり親の居場所づく

りということで、ひとり親の子供たちをあるところに居場所をつくって、そこで今おっ

しゃったような子供食堂とか、あるいは学習支援とか、そういったことをひとつ考えてみた

いと、このように思っているところでございます。そうすれば、そういったときは桜舞館小

学校区、そして高田の小学校区、瀬高の小学校区、東山中の小学校区、この４つぐらいをし

ないと、非常にみやま市は広うございますので、なかなか子供が１カ所に集まるということ

は難しいから、そういったことを考えながら、まず総合的に対策を練っていかなければいけ

ない。ただ子供食堂をどこにつくるかというような問題ではなくて、総合的に貧困の子供た

ちをどう守っていくかということが一番重要でございますので、十分教育委員会とも打ち合
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わせまして、今後、子供の貧困対策についてはみやま市も積極的に取り組んでいきたいと思

いますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 ありがとうございます。 

 ただいま西原市長より子供の貧困問題については総合的に見ていくということで御答弁い

ただきました。非常に私も心強く答弁を聞かせていただきました。マスコミでも言われてお

りますが、見えない貧困ということで、人に相談するのが恥ずかしい、また、貧困は自己責

任ということで自分で抱え込んでおられる、声を上げられない方々をどう見つけ助けていく

かというのは行政の一つの役割かと思います。 

 ちなみに佐賀県の武雄市では、ことしの４月にこどもの貧困対策課というのを新設された

ということで、みやま市でもそれくらいの積極性を持ってこの問題には今後も取り組んでい

ただきたいと思いますが、市長、最後に答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 今現在、子ども子育て課というのをつくっておりますので、その職務で事業をどんなふう

に広げていくかということで考えて、そこに一緒に子供貧困対策の係といいますか、そう

いったものを設けていきたいと、このように思っていますので、これも十分みんなで話し

合ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 １番奥薗由美子君。 

○１番（奥薗由美子君） 

 どうもありがとうございました。 

 子ども子育て課で子供の貧困対策についても今後も十分に検討を重ね、対策を練っていた

だくということで御答弁いただきましたので、前向きな答弁と受けとめさせていただいて、

私の質問は以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 それでは、ここで暫時休憩をいたします。午後の会議は13時30分より再開をいたします。 

午前11時52分 休憩 

午後１時30分 再開 

○議長（牛嶋利三君） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行ってまいります。７番野田力君、一般質問を行ってください。 

○７番（野田 力君）（登壇） 

 ７番議員の野田力でございます。議長の許可を得まして、一般質問をさせていただきたい

と思っております。 

 テーマにつきましては、返済川水系におきます小水力発電の開発についてということで御

質問させていただきます。 

 このたび、みやま市は一般家庭に小売される電力の規制緩和に伴いまして、西原市長の英

断のもとに電力事業に着手され、本年４月からは本格的かつ精力的に地産地消の理念に基づ

き、電力の受給販売事業を展開されております。特に地方自治体としての参入は画期的でご

ざいます。また、電力の販売事業にさらにそれに行政サービスも含めた高度なる仕組みの関

係で、全国の地方自治体から一斉に注目が上がりまして、今何と250余団体からの視察が生

じて、多分みやま市はかつてないほど知名度が高められたと思います。 

 厳しい電力市場の競争にもかかわらず、唯一地方公共団体が参入しての一大的な大事業で

ございますから、市政の命運をかけての決断であるものと認識いたしております。これから

は、とりわけ市民皆様からの深い御理解と絶大なる御協力、さらには力強い御支援を得て、

確実に成功させていただき、その効用益を市政全般に及ぼしていただき、振興発展に大いに

役立てていただきたいと思います。そして、それを次世代へのすばらしい大切な宝として贈

り物にしたいものでございます。 

 ところで、このたびの電力供給の発電源といたしましては、瀬高地区におきます高柳発電

所でおよそ1,100余の世帯を賄うメガソーラー、それからさらには高田地区におきますみや

ま合同発電所では5,100余の世帯を賄う大規模なメガソーラーや、それとあわせて各家庭に

設置されています太陽光の余剰電力を購入し、対応されております。今後は太陽光発電のみ

ならず、バイオマス発電もということを聞いております。計画されているようでありますの

で、ある程度はバランスがとれた方向で電源構成が進むものと期待いたしております。 
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 地場産といえば、現在のところ太陽光発電に偏っていますが、雨天や夜間の時間には当然

ながら市外から発電された電力で賄うことしかありません。電力の地産地消の理念から考え

ますと、もっと幅広く安定的に発電源を求め得るようにするならば、市内に存する資源を活

用する分野、より幅広く検討してみてはどうかという考えでございます。 

 地場の資源を活用するとなれば、即座に思い浮かびますのが、風を利用する風力発電や、

それから木質等のバイオマス発電、さらには水力発電ではないかと思います。風力発電につ

きましては、地形と風の道筋といいますか、それを捉えての風量、それから風力の課題があ

ります。そしてあわせて、騒音等の問題が横たわっているようでありますので、本市内には

かなり困難性があるようであります。しかし、風力の発電機につきましては、風域と環境に

合わせて改良、開発が日進月歩で推進されておるようでございますので、今後は大いに期待

されるんじゃなかろうかと思います。 

 次に、木質等を利用したバイオマス発電におきましては、市内におきます間伐材や廃材な

どの賦存量が不足しているというような状況もあります。また、原料の仕入れ価格の動向か

ら見まして、どうも生産コストの懸念が横たわっているようでございます。そこで、木材に

かわります竹材についてでございますが、検討してみますと、資源量としては市内に十二分

に存在しておりますが、いかんせん、これを燃焼の際にボイラーにガラス製の粘着性の鉱物

が必然的に付着します。そういうことで、ボイラーの使用期限が短命になるそうでございま

す。現時点では事業化するにはかなりの無理が生じてまいるということで、どうも不適切で

はなかろうかと言われています。 

 残されたものとしましては、降雨による自然水であります。水そのものは飲料水の使用は

もちろんでございますが、そのほかに大量に農業分野において長年利用しているかんがい流

水の利活用でございます。市内全域に張りめぐらされています農業用水の利用状況につきま

して、先般、建設都市部当局の御協力を得ていろいろなお知恵も賜りながら、一応調査いた

しました。河川筋を中心にまとまった水量地区といえば、ため池の周辺区域、あわせてため

池の活用がまず想定されます。その実態を見てみますと、瀬高地区にため池は５カ所です。

山川地区には23カ所でございます。高田地区には何と42カ所がございます。合わせて市内に

70カ所という、本当に多く存在しております。そのうち、断トツに規模が大きい貯水量の10

万トン級以上は山川町の佐野ため池28万4,000トンと、蒲池山ため池が56万3,000トン、それ

に高田町の後山ため池の12万8,000トンの３カ所でございます。ため池から放出される流出
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口の構造位置は、流水をとめて、ためる場合の底のところの底台といいますか、一番下のと

ころに下辺部分につけられております。したがいまして、流水の格差が全く生じないような

構造で施工されております。それに、非かんがい期において流れ水を一定期間どうしてもと

める必要があると、かんがい期に放出する仕組みになっておりますので、年間を通じた流水

がほとんど不可能でございます。残念ながら、小水力発電には不適切な施設の構造であるも

のと考えるに至った次第でございます。 

 そもそもため池が存在する必然性から考察いたしますと、かんがい用水として年間を通じ

流水量が十二分にあればためる必要もないわけです。ため池自体も不必要になるわけでござ

います。そのことが道理でございますが、そのことを理解したのがこのたびの調査によりま

してわかった次第でございます。 

 ちなみに、みやま市には降雨の集水水域といいますか、広大なる山脈等には恵まれていま

せん。ため池の設置が必然的に創設されたと思っております。そうはいいましても、瀬高地

区一帯には広大な農耕地を有しております。どうしても水田の用水が必要不可欠なわけでご

ざいます。そういうことから、先人の英知とたゆまぬ努力によりまして、大河であります矢

部川に西暦1717年に堰を設けて、かんがい用水として導入されておるのが実態でございます。

市内におきます一定水量の流水が年間を通じて確保されている地域をいろいろと探索しまし

ても、１級河川であります矢部川のみしか見受けられませんでした。矢部川からの取り口と

なります広瀬堰からの下流河川は、そこから返済川と本田川、畑田川に分流水になっており

ます。この３つの河川は、みやま市の当然管理下に置かれておるわけでございます。その取

水量の使用に当たりましては、水田面積が1,385ヘクタールを賄うための用水でもあります。

かんがい期は５月１日から10月20日までの間はかんがい期と申しますが、大体毎秒４トン余

で、国から膨大なる水量の許可を柳川みやま土木組合が受けられてあるのであります。さら

に、非かんがい期になりましても、非かんがい期は10月21日から翌年の４月30日の間でござ

いますが、これも毎秒１トン程度が防火用水等の慣行水利権として許可いただいて管理され

ております。非かんがい期におきまして、畑田川の取水量を除いた返済川と本田川に取水量

が毎秒１トン程度は見込まれます。その１トンの分量が大体どれくらいかなということが思

われると思いますが、一応の目安になりますことを考えますと、非かんがい期におきます蒲

池山ため池の流入量の大体七、八倍はあるように推定されます。いかに矢部川から取水し、

下流に流している水量が膨大であるかがうかがい知れますが、この水量と水流の恵みを再生
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可能エネルギーとして利用する方法をこの際見逃してはならないものと痛感するわけでござ

います。堰から取水しますので、矢部川上流、また周辺で豪雨や大洪水に見舞われましても、

堰の調整が機能します。したがいまして、小水力の発電には最小限の影響しか生じないので

ございます。 

 ところで、小水力発電の出力の算定基準を大まかに申し上げますと、水量、それから水流

と落差もあります。それから、水車効率、発電効率などで計算されます。そういうことです

が、現在のところ、滝が生じているような落差のある適地は即座に見渡すことができません

が、ここで知恵を生かして工夫すれば対応可能ではないかと考えております。余り落差がな

くても一定の水量と水流があれば、発電可能な水車が現在開発、改良されておりますので、

十二分に対応できるかなと思っております。そして、再生可能エネルギーの発電効率では、

太陽光が約12％と言ってあります。それから、風力が20から30％が標準でございまして、水

力のほうは平均60％以上と言われております。太陽光の５倍、風力の二、三倍になり、極め

て高効率のよい発電施設ではないかと思うわけでございます。 

 さらに、施設整備の耐用年数でございますが、風力が大体20年ぐらいと、それから太陽光

が20年から35年と言われています。小水力が何と大体40年と推定されていますので、小水力

発電施設は比較的に有利な条件で、しかも、安定的で持続性のある施設整備であるものと考

えられます。しからば、どうして今日まで小水力発電が普及しなかったか、疑問が残ります。

その事由につきましては、大まかに申し上げますと、一つには水利権の調整の困難性、２つ

目に高度なる管理者の、ハイレベルの方ですけれども、管理者の設置の問題、３つ目に事業

費、整備費が多額になるという課題が横たわっておったと言われています。そのようなこと

から、小水力の普及発展の上から、これにも県も施設の管理上からの規制緩和が進みまして、

そして事業費の縮減や発電効率等の改良改善も随分研究開発されて、対応が今は容易になっ

ているようでございます。 

 ところで、農業用水を利活用するものでございますので、これまでの農業用水管理との相

互調整もまた必然的に調整が必要になるわけでございます。水田農業に支障がないように適

切なる管理体制が確立されることがまず前提ではなかろうかと思っております。特に農業河

川の管理におきましては、施設の近代化に伴いまして、随分省力化されてきました。しかし、

いまだ除草やごみの流入、それから土砂の堆積などに伴う河川浄化や用水ポンプ場の維持補

修等の労力が相当かさんでおるようでございます。一方、御承知のとおり、農村の高齢化や
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担い手不足によって維持困難な状態に向かいつつありますので、大変そこの点が懸念される

ところでございます。 

 また、今日の農業は、御承知のとおり、平たん部の水田におきましては、給水の際に大量

の電力を消費しての動力給水設備に基づく対応でございます。さらにはハウスの施設園芸

等の作物栽培におきましても、多くの電力を消費する設備が施されて生産されているのが

実情であります。これまでの消費電力におきましては、主に地下資源の石油、石炭等の燃焼

によりまして産出されたエネルギーの活用でございます。地球温暖化の大きな要因となりま

すＣＯ２の発生も伴うものであります。そもそも農業自体が自然の恵みによって支えられて

の営農活動でありますので、地球環境に厳しい石油、石炭の火力による電力使用に対しまし

ては、私たち農家にとりましてもいささか抵抗感も生じ、懸念をする一面も横たわっており

ます。市内における小水力発電によって供給されることになれば、天雨の恵みがさらに享受

されることによりまして、生産される農産物の産地そのものにより一層純化されることと思

います。そして、生産意欲も誇りを持って、一段と高まるものではないでしょうか。小水力

発電の推進をめぐっては、農業の維持と振興策にも関連づけについても検討をここいらの面

を十二分に重ねておくことも必要であると思います。身近に捉えましても、このことができ

ましたら、青少年の現物の教材として生かされれば、地球環境を含めた自然科学や応用科学

などの向上が図られるとともに、私たち市民一人としましても、小水力発電エネルギーを通

して電気の見える化といいますか、こういうことで電気がつくられているという見える化に

よって、水資源のとうとさがより深く認識されていくものと確信します。 

 ともかく、みやま市の基本理念としまして、「人・水・緑が光輝き夢ふくらむ」のフレー

ズを高々に掲げております。天恵の水をもっと利用されていただき、もっともっと光を輝か

せるためにも、小水力発電の施策をどうしても進める必要があるかと思っております。将来

の知見上からも意義深いものと確信いたします。 

 さらには、歴史性を物語る広瀬堰の機能と役割に加えて、現代的な小水力発電の効用を捉

えた観光資源としても活用することも可能でもあります。そして、地方創生の事業の一環と

して役立てることも重要ではなかろうかと思います。どうか西原市長の陣頭指揮のもとで、

執行部の皆さんの熱意ある力量と、それから地域の方々からの英知を結集いただき、小水力

発電が実現できますよう切に要請いたしての質問であります。 

 そこで、西原市長にお尋ねいたします。 
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 第１番目に、みやま市地産地消の電力事業において、再生可能エネルギーの地産分野にお

ける意義と電源構成を今後どのように考えられているのか、そこいらの御所見をお伺いした

いと思います。 

 第２に、返済川水系におけます小水力発電の開発を推進されるお考えがあるのか、御見解

をお伺いいたします。 

 最後に、３番目に小水力発電と農業振興策との関連性、並びに地球環境上からの現物教材

の応用と観光資源の活用についてもどうか御所見を賜りたいと思っております。 

 以上、御質問の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 傍聴席の方にお願いですが、今度、質問者に対する答弁が執行部のほうからありますが、

帽子をとっていただくようにお願いいたします。御協力ありがとうございます。 

 西原市長。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 野田議員さんの返済川水系に小水力発電の開発をの御質問にお答えをいたします。 

 その前に、本日、ごらんになったように、西日本新聞にＪＲ九州にみやま市の電力を供給

するということが一番トップに載っておりました。大変私もうれしく思いますし、また、今

後、この電気事業を進める上で、非常に勇気を与えられた記事で、議長ともども大変喜んで

いるところでございます。御協力お願いいたします。 

 それから、ただいまの質問、非常に詳しく小水力発電につきまして、もう専門家以上に詳

しく調べられて御質問でございますが、大変私も感銘をいたしたところでございます。 

 では、お答えをいたしたいと思います。 

 まず、１点目のみやま市地産地消の電力事業において再生可能エネルギーの地産分野にお

ける意義と電源構成を今後どのように考えられているかという御質問についてですが、議員

が述べられましたように、本市は日本で初めてのエネルギーの地産地消都市として電力事業

を立ち上げ、民間活力を活用した地域経済の還流による地方創生に取り組んでおり、経済産

業省よりグッドデザイン金賞を受賞いたしました。 

 本市に賦存する再生可能エネルギーの活用は、事業推進に当たっての根幹をなすものであ

り、電源構成における地産の再生可能エネルギーの比率を向上させるという点で、その積極

的な活用を指導する立場であります。特に太陽光という発電量の波が大きい電源が中心の本
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市において、バイオマスや水力という安定電源を確保し、再生可能エネルギーの構成比率向

上を図ることは重要であります。本市では、平成24年度に再生可能エネルギーの賦存量調査

を行い、水力に関しては概算事業費から見た場合、事業採算性をとるには非常に厳しいもの

であるという結果となっております。そこで、本市にない電源を持つ他の自治体と連携して

電力の相互融通を進めようとしていることは御存じのとおりです。新電力のビジネスとして

見た場合、一つの再生可能エネルギーのみに頼るのはリスクも高く、経営として電源構成の

バランスが重要であることは御指摘のとおりでございます。 

 次に、２点目の返済川水系における小水力発電の開発を推進する考えがあるのかという御

質問でございますが、市といたしましては、太陽光以外の地産の再生可能エネルギーを開発

することが理想であることは前述のとおりであります。水力発電にその高いエネルギー効率

を発揮させるためには、主に流量と落差が不可欠であることは議員も御承知のとおりであり

ます。本市においては返済川に限らず、流量は確保できても必要とされる落差が不足してい

ることが水力発電設備の導入を見送った要因の一つとしてありました。当時の調査の後、小

水力、マイクロ水力発電の技術革新も進んでおり、詳細な事業費の積算や、年間を通した流

量調査などを含めて補助制度を利用した可能性調査を行うべきかどうか、研究をしてまいり

たいと思います。その後、事業持続可能かどうか、投資を行う価値があるかを十分に研究し

て進めていく必要がありますし、事業主体についても民間や組合が行うものへの支援という

選択肢も含めて考える必要がございます。 

 次に、３点目の小水力発電と農業振興策との関連性、並びに地球環境温暖化等の上から現

物教材の応用と観光資源の活用についてでございます。 

 まずは小水力発電と農業振興策との関連性についてですが、現代の農業には動力エネル

ギーは必要不可欠でございます。水田や畑では電気を使って揚水ポンプにより農業用水を確

保しておりますし、ナスなどの施設園芸では加温設備や換気設備、電照設備に化石燃料や電

気を使用いたしております。本市の営農活動に必要な動力源を太陽光発電を初め、バイオマ

ス発電、御提案の小水力発電等の再生可能エネルギーを使って市内で発電したスマートエネ

ルギー社の電力に可能な限り転換できれば、みやま市産の農産物をより一層の付加価値を

持ったアピールができ、本市の農業振興にもつながると考えております。 

 また、地球環境温暖化等の上から現物教材の応用と観光資源の活用についての御質問でご

ざいますが、議員御指摘のとおり、太陽光を初めとする再生可能エネルギー発電設備は、エ
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ネルギーの地産地消を掲げる本市のシンボルとして教育的、観光資源的活用が見込まれます。

発電設備を教育資源として活用することはもとより、全国から注目をいただいております本

市のエネルギー地産地消モデルを視察に訪れる方々や自治体連携交流から生まれる人の流れ

をうまく誘導して、発電設備をコースに盛り込んだみやまをもっと知っていただくための周

遊観光プランの開発を行い、地域経済の活性化に結びつけていたきいと考えておるところで

あります。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 考え方が基本が地産地消ということでございます。電力も地産地消ということで行かれま

すが、みやま市の３万9,000人、１万5,000世帯余の人たちは、それこそみやま市内で発電さ

れたやつで賄うことが地産地消でございますので、その点からちょっとお尋ねいたしますと、

現在太陽光で発電されている量とみやま市内で需要とのバランスがどうなっているのか。ま

だ足らないのか、いや、もうオーバーして地区外に売るような状況になっているのか、そこ

いらの数値を教えていただきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 藤吉エネルギー政策課長。 

○エネルギー政策課長（藤吉裕治君） 

 私のほうから議員様の、今の地産地消率といいますか、スマートエネルギー社の再生可能

エネルギーの比率というものを御質問かと思います。 

 今現状で言いますと、太陽光での発電量が全体の40％ほど、再生可能エネルギーの率とし

では全体の40％ほどということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 40％という御回答をいただいたんですけれども、それにつきましては、押しなべての40％

だろうと思っております。実際は夜間とか雨の日は発電しないわけでございますので、その

昼間の部分は多分相当また不足するかなと思っております。そういう観点が一つありますの
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で、地産地消という理念を打ち出せば、あくまでみやま市内で発電されたやつが、まずはみ

やま市民の皆さんが安心して使われると、自分たちの分はもう十二分にみやまに住んでおけ

ば、みやまの電気で大丈夫ばいというような安心がまず必要かと思っております。多分今の

ところは40％でございますので、相当努力していただいて、地産で随分力をつけていただき

たいなと思っております。 

 それから、答弁書の中に、一回、平成24年度ですか、再生可能エネルギーの実態調査をや

りましたということでございます。多分専門家も見られたと思いますが、土地の基盤整備と

いいますか、圃場整備されまして、水路が以前よりもずっと流れがよくなるように、なるべ

く段差をつくらないようにつくっているんですよ。以前は広瀬堰からおりてくれば、かなり

堰をつくって、その下ではみんな水泳をしておりました。それこそ１メートルも２メートル

もあったわけでございます。それを全部そういった段差をなくして流れよくされて、水路が

整備されております。したがって、見ても、ただ流れておるばいなということで、段差がな

いなということは感じられたと思っております。もう一度よくそこいらを検討いただきたい

なと思っております。言うならば、一つは広瀬堰のほうから中心を考えますと、水上小学校

あたりまで大体海抜が５メートルから６メートル下がります。本当はそういうことは段々で

おりてきておったんですけれども、水路整備とか圃場整備でそれがきれいになって、さあっ

と流れるようになっておりますので、必ず段差はつくろうと思えばできるわけでございます。

そういったやつが一つありますので、よくもう一度検討されるということでございますので、

地域の人たちから、どこどこでこういったところは以前は堰があって、そこの麓では、下で

はかなり深さがあって水泳しておりましたという状況を伺ってから調査されていただきたい

と思っております。そこいらの認識はあったのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思ってお

ります。 

○議長（牛嶋利三君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 確かに議員御指摘のとおり、平成24年度から今にしまして約３年ぐらいの間に技術革新と

いうのが相当進んでおります。それはもう先ほどおっしゃったように、当時調査したのは平

成23年から平成24年にかけてなんですけれども、そのころ、実際マイクロ発電という概念が

余り正直なところございませんでした。小水力発電というのは確かにございました。ただ、
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最近の技術革新で、よくニュースでも出てきておりますけれども、いわゆるその地域の土地

改良の団体で自分たちの水路の中に小型の水力発電を入れて、それで自分たちの回すポンプ

に一部提供しているとか、そういったところは正直平成24年度の段階では調査をしておりま

せん。先ほど市長が答弁しておりますとおり、その分については今後また風力も含めて、風

力も小型の発電機が今計画をされておりまして、それも音の分についても相当改善をされて、

低振動の分も含めて改善された技術が開発されているようでございますので、その辺も踏ま

えて調査できるように検討していくというふうに考えておりますし、それから、調査地点に

つきましても、当時平成24年度につきましては、確かにおっしゃるとおり、いわゆる農業用

の水路、ため池、それから中小河川を中心に調査をしております。そういったところで見逃

しているというか、対象にならない分があるのかなというふうなところで見逃している部分

があるかと思いますので、その辺も踏まえて調査していければなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 調査の方向で前向きに御答弁いただきましてありがとうございます。 

 結局かなり１キロ500ぐらいで、大体落差が５メートルから６メートルぐらい海抜があり

ますから、本当はあるわけですね。それはなかなか見えにくいんですよ、現在は。それは地

元の人たちからよく聞かれて、そういった事情を聞いた上で調査されますよう重ねて申し上

げたいと思っております。 

 それから、地産地消の考え方なんですけれども、農業の動力のポンプ場があります。これ

が市のほうの調査によりますと、大体144カ所ぐらいあるということでございます。多分そ

れが電力代が相当負担されておると思いますが、そこいらは調査されたことがありますか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 木村農林水産課長。 

○農林水産課長（木村勝幸君） 

 私のほうからお答えいたします。 

 各土地改良区にありますポンプ場の数については、今、議員がおっしゃったとおり、高田
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土地改良区で72基、瀬高土地改良区で72基の144基ございます。それから、電力としては３

相の200ボルトの動力の電源を使用しておりまして、１基当たり年間の電気料金として200千

円から300千円ぐらいかかっているというふうなお話でございました。全144基で36,000千円

ぐらい年間にかかる計算になるかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 よく御説明いただきましてありがとうございました。 

 電気代が36,000千円ほど農家のほうで負担しております。これは当然のことですけれども、

それを今度は小水力発電で発電すれば、ある程度、１円でも高く買っていただいて、そして

動力ポンプについては１円ぐらいまた安くしてやるということになれば、それでも農業政策

としては随分助かるかと思っております。そこいらの事業採算についてはまたよく御検討い

ただきたいなと思っております。 

 それから、３番目の農業振興策の関連性はかなり頭に入ってあると思いますけれども、特

に昔、私たちはよく水車小屋の米つきとかを見学しよりました、小さいときは。あの水車小

屋を見ましたら、あの大きな水車で動力ができて、そして米を白米にするわけでございます

が、その構造を見ますと、水の力ってすごいなと、そして、ああこうして力が生まれてくる

かなと、そして歯車の構造とか随分不思議に思ったわけでございます。これからは電気がこ

ういうことでこれくらいでこのくらいの電気が生まれていくと、そういうこと、それからも

う１つは背景をですね、この電力のおかげでＣＯ２がこれくらい削減されるとか、農家対策

においては、1,300ヘクタールもある農地をこういうことで広瀬堰から取って、その余力を

また電気にして、それをいろんな社会のために使うということになりましたら、これこそ循

環型社会の重要な意義深いものになると思います。これは本当に実学上からも重要なことか

と思っております。それも今後考えていただくと思いますが、簡単にいえば、あそこの三連

水車ですか、あれは単なる三連水車だけでも観光資源として相当潤っておるわけでございま

すが、ここで小水力発電を河川の状況をまいっちょ工夫すれば、２基も３基も４基もできる

ような流水状況になっておると思いますから、そこいらはともかく水の力、水のエネルギー

を最大限生かしていただきたいなと思っております。 
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 そして、観光資源あたりに活用するときは、そういった全体的な、一体的な背景も説明す

るようなところを設けていただいて、しっかり観光資源の確立に努めていただきたいと思っ

ております。そこいらについての部長の所見をちょっと。 

○議長（牛嶋利三君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 環境経済部としては、今回の質問については多岐にわたっておりまして、農業分野の関係、

商工観光の関係、それからエネルギー政策課、環境衛生課の関係、全ての部局にわたった質

問になっておりました。それで、我々としても部内で検討して、この問題については、先ほ

ど御回答させていただきましたように、小水力発電の研究はしていきます。ただ、これが実

際電気の売買を主たる目的としてつくる分については、現在としても投資対効果があるのか

というのは、調査しないとわかりませんけど、厳しい面があるのかなというふうに私個人と

しては考えております。ただ、一番可能性があるのが一番最後に今御質問の観光資源であっ

たり、みやま市のＰＲ、あるいは観光都市を目指す本市のＰＲの材料となるのには一番適切

なものであるのかなというふうに考えております。市長の答弁でもありましたように、今後、

みやま市のメガソーラーであったり、あるいは平成30年度を目標にしておりますバイオマス

センター、そういったところを一体化した周遊観光プランを検討する上では、小水力もあっ

たほうがいいんではないかなと個人的には思っております。 

 以上でございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 基本姿勢や基本的な考え方はわかりましたもんですから、そこらでちょっとバイオマスの

発電計画もされているということでございますので、バイオマスが今後どれくらいの発電を

されるのか、そこいらちょっとこの際、教えていただきたいと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 松尾環境衛生課長。 

○環境衛生課長（松尾和久君） 

 お答えいたします。 
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 バイオマスセンターで計画しております発電量といたしましては、817メガワットという

ことで、家庭にすると164世帯に相当する発電ができる予定としておりますけれども、実際

はこのバイオマスセンターでさまざまな機械を動かしますので、その機械の電気として使っ

てまいりますから、なかなか外部に電気を供給するまでは至りませんけれども、例えば、メ

タンガスをためておく貯留タンクがあるんですけれども、土日のときに機械を動かさないと

きには、当然メタンガスが余るときには外部のほうに、みやまスマートエネルギーなどに売

電をして、バイオマスセンターの収入にもなりますし、議員が言われているような電力の地

産地消に少しでも貢献できればなということでバイオマスセンターの整備といたしましても、

できるだけ発電量をふやしていくということで、当然生ごみが多ければ多いほど発電が多く

出ますので、そういう食品廃棄物等も入れながら発電をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 バイオマス発電も164世帯ですから、かなり発電されるわけですよね。これはまた工夫す

れば200世帯、300世帯ということで……（発言する者あり）164ですよ、164世帯と言ってい

ますから、それより増加するような方向で進めていただきたいと思っております。 

 一応答弁をいただいて、端々に言葉が出てくるのが多分投資効果、それと事業の採算性、

そういうことがちょっと頭によぎって、執行部としては責任がありますもんですから、そこ

いらで慎重に検討されておると思います。そういった意味合いから、研究という言葉がよく

出てきます。研究ということになりましたら、研究よりもこれは事業でございますから、な

るべく検討のほうで進めていただかないと、研究は研究材料で終わってしまいますから、そ

こいらの事業化する方向で検討してまいりたいということで、よかったら市長、そこいらを

思い切ってやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 今行っております事業というのは、まず第１に環境に優しい、いわゆる環境に優しい事業

と、そしてそのかわりに、また採算にも乗らなければいけないということで、両面でやって
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いるわけです。小水力発電は確かに必要だと私も思いますので、みやま市でもぜひとも小水

力発電で適地なところであれば建設をしたいと、このように思っていますし、もう１つ、実

は大分県の豊後大野市というところから一緒にやりましょうという誘いを受けているわけで

ございます。そこは山岳地帯で、非常に広い、大きな滝がいっぱいあると、そこでみやまエ

ネルギー開発機構、みやま市も出資しておりますが、その会社が出資して、その豊後大野市

のある団体と一緒になって水力発電所をつくろうかということで今提案をいたしておりまし

て、６月29日に私を初め、担当の者が豊後大野市の市長に会いに行くということで、向こう

の了解を得ております。そうしたならば、立派な水力発電ができれば、非常に安価な安い電

力を供給できますので、ＪＲ九州にも売ったように、ほかの大きな団体にも積極的に売り込

んで、大きなみやま市の財源になるということで頑張っていきたいと思います。そういうこ

とで、採算面はそちらで、そしていわゆる観光とか環境に優しい、みやま市の観光を発展さ

せるためには小水力を何カ所かつくって、一緒にやるというような計画も立てておりますの

で、どうかひとつよろしく御支援と御協力をお願いいたしたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ７番野田力君。 

○７番（野田 力君） 

 市長から後段で具体的に御答弁いただきましたもんですから、安心したわけでございます。

ともかく地産地消でございますから、まずは地産を、小水力発電を入れたところで、全部市

民の皆さん安心して使われるようなところでやっていただいて、あとは事業ベースになりま

すから、それこそ遠いところから安いやつを購入して、そしてまた、遠いところに売っても

いいわけでございますけれども、ベースを忘れないようにしっかりお願い申し上げまして、

一応これで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午後２時22分 休憩 

午後２時36分 再開 

○議長（牛嶋利三君） 

 休憩前に引き続き会議を再開してまいります。 

 引き続き一般質問を行います。４番末吉達二郎君、一般質問をしてください。 
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○４番（末吉達二郎君）（登壇） 

 ４番議員末吉です。議長の許可がありましたので、一般質問を行います。 

 見回すと、もう大変疲れてあって、なるべく早く終われという言葉もありまして、雰囲気

もあるようですけど、執行部のほうの適切な御答弁によって、なるべく短くやりたいとは

思っております。 

 質問に入ります前に、今回の熊本大地震によりお亡くなりになった方々に対して、衷心よ

りお悔やみを申し上げます。また、被災された方々に対して、心からお見舞い申し上げます。 

 また、この地震に対する援助として、みやま市広報紙に記述されていたとおり、多くの市

職員が応援に出ています。新聞等で御存じのとおり、被災者が公的補助等を受けるための基

盤となる罹災証明早期発行の一助になるため、危険な場所の家屋調査に税務課職員が従事さ

れたと聞いています。今回の地震被害復旧に応援された方、行われたみやま市職員の方に厚

くお礼申し上げます。今後も応援が予想されるということを聞いております。けがのないよ

うに注意して従事されるようお願いします。 

 それでは、一般質問に入ります。 

 市長も熟知してあるとおり、みやま市の農業は、肥沃な土地と有明海に面した内陸型気候

の温暖な立地状況を生かし、施設園芸を初め、稲作、麦作、畜産など、さまざまな農業が営

まれています。収益性が高い野菜、花卉など、安定した品目として産地化が図られています。

ナスやセロリ、ミカンは、全国でも有数の産地として知られる状況になっています。これは、

農業経営者のたゆみない努力と、これを支えるＪＡ及び市のサポートを忘れることはできな

いと判断しております。 

 しかしながら、ことしはタマネギ、麦が不作と聞いています。県の農業に関する機関の職

員に聞いたところ、先ほど野田議員がおっしゃられた化石燃料による温暖化ですね、こうい

う温暖化が影響しているのではないかという話をなされていました。自然環境が相手ですの

で、難しい問題であります。 

 漁業は、みやま市の場合、ノリが主品目です。有明海を取り巻く環境及び、先ほど農業で

述べた温暖化の影響で赤腐れ病の発生など、ノリ業者を取り巻く状況は厳しいものがありま

す。このような中でも、高田漁協の日ごろからの商社とのつき合い等により、平成26年、平

成27年はノリ単価が高く、今期、約960,000千円程度の売り上げが達成されています。 

 このように、農業、漁業に従事される方は、高い志を持って、よい品物を生産すべく仕事
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に従事されています。しかしながら、全国的問題ではありますが、農漁業従事者の高齢化の

問題です。2015年の農業白書によると、この20年間で農業従事者は３割減、また、高齢化も

進み、従事者の平均年齢は67歳、65歳以上が65％を占めている。特に稲作農業の高齢化は深

刻で、65歳以上が77％に達すると指摘しています。反面、40歳以下は10％にすぎず、農業の

将来に暗い影を落としています。 

 このようなことに鑑みますと、2025年問題ではないんですが、ここ10年のうちに大量離農

も現実味を帯びてきます。市はＪＡと協力し、道の駅で大きな成果を出しています。今年度

は、みやま市の総合情報発信基地として、農産物を中心として、アンテナショップを福岡市

に立地すべく、平成28年度予算に計上されています。 

 また、６月８日の日本農業新聞によれば、ＪＡみなみ筑後は、ＪＡ本所で農産物輸出協議

会を開催し、農産物の６次産業化を通じた付加価値の増大、輸出拡大により、新たな需要開

拓に挑戦すると記載されていました。この施策については、私も応援したいと思います。 

 しかしながら、農業の足元を見た場合、極端な例えですが、農業従事者の高齢化等により、

農産物の生産ロット数が減少した場合、需要に対して供給が不足し、みやま市の農産に取っ

てかわる産地が生じる可能性があります。みやま市の存続にも影響する問題です。みやま市

の平成27年度の人口は、平成26年度に対し、450人減です。３万8,903人となっています。よ

いことではありませんが、市当局の推計どおりです。農業従事者も確実に減少していると言

わざるを得ない状況です。 

 みやま市は、このような現状を踏まえ、みやま市まち・ひと・しごと創生総合戦略に重要

業績評価指標として、農事組合法人を平成31年度までに30件、政策項目として、担い手育成

及び新規農業者支援を掲げています。 

 それでは、事項①で具体的にお尋ねします。 

 営農組合の法人化については、国策により事業が推進されていると判断しますが、この政

策を推進する目的、根拠法及びこの事業を推進する主体となる機関を教えてください。 

 みやま市の営農組合については、瀬高地区の法人化が進んでいるのに対して、他の地区で

は余り進んでいないと聞きます。その理由、また、営農組合が法人化できなかった場合、い

つから当該営農組合に、どのような不利益が生じるのかしないのかについて教えてください。 

 今後、市として、みやま市まち・ひと・しごと創生総合戦略に、この事業を重要事業とし

て位置づけていることに鑑みると、どのように展開を強化する予定なのか、教えてください。 
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 事項②について質問します。農漁業の後継者及び担い手の問題です。 

 ノリ漁業者は、平成22年、従事戸数が39、平成28年は32となっており、７軒減少していま

す。率でいくと、20％程度減少しています。これは高齢化により、新たに資本投下が困難な

ことにより生じていることではないかと判断します。市のノリ漁業者減少の分析及び今後の

対策を教えてください。 

 農業従事者は、高齢化については先ほど触れたとおり、2015年農業白書で65歳以上が65％、

稲作については77％と指摘されています。本市においても状況は同様だと思います。先ほど

述べましたが、市はみやま市まち・ひと・しごと創生総合戦略で、政策項目で担い手育成に

よる生産性の向上、重要業績評価指標として、平成31年度には単年度で10人の就農者を確保

する目標になっています。総合戦略は５年をスパンとして施策されていることから、少なく

とも新規就農者が、平成27年度から平成31年度にかけて40人程度確保することが目標となっ

ております。平成26年度までもいろいろな施策を講じながら、新規就農者を確保されたと思

いますが、その結果はどうであったのか、また、課題もあると判断します。課題を教えてく

ださい。 

 平成27年度の実績及び今までの課題を踏まえ、みやま市まち・ひと・しごと創生総合戦略

達成のため、どのような施策を講じられているのか、教えてください。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君）（登壇） 

 末吉議員さんの質問にお答えしますが、私も、みやま市の農業あるいは漁業、大変高齢化

が進んで、将来の展望というのがなかなか開けないということで、大変心配をいたしている

ところでございまして、全く同じ考えでございます。 

 ただ、最近、ミカン部会とか、あるいはセロリ部会は特にそうですが、非常に若い人たち

が──10年ぐらい前は、確かにお年を召した方が部会として参加される方が多かったんです

けど、最近は随分と若い人たちが部会に出てこられるようになりまして、組合長に聞きまし

たところ、随分と後継者が最近出てきていますよというようなお話も聞きました。 

 特にセロリなんかは、ほとんど50歳以下です。ミカンもそうでございます。かなり多いし、

ナスもぼちぼち若い人が出てきておるということで、みやま市の農業というのは、しっかり
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根強いんではないかなという感じもいたしているところでございます。 

 では、質問にお答えいたします。 

 末吉議員さんの、みやま市の農業及び漁業についての御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の営農組合法人化の理由、根拠法及び進捗率についてでございます。 

 初めに、営農組合の法人化の進捗率から御報告いたしますと、平成28年６月１日現在で、

市内29営農組織のうち13組織が法人化いたしております。率でいいますと、44.8％でござい

ます。 

 さて、議員も御承知のとおり、現在、国では集落営農組織の法人化が進められております。

その背景といたしましては、今後の水田等の土地利用型農業は、より効率的で安定的な経営

ができる農業生産法人等が担い手とならなければ立ち行かない状況となっていることが挙げ

られます。 

 平成27年３月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画でも、高齢化の進行やＴＰＰ協

定など農業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、将来を見据えた施策として、農業経営の法人化

等の加速化が掲げられており、集落営農を維持、発展させていくためには法人化が不可欠と

されているところです。 

 本市におきましても、農業者の高齢化や後継者不足から耕作放棄地が見受けられるように

なり、基幹産業であります農業を守っていくためには、その担い手として集落営農組織の法

人化を進めることが極めて重要であると考えております。 

 また、議員も御承知のとおり、現在、担い手の経営安定を図るため、国より経営所得安定

対策交付金が交付されておりますが、この交付金が創設された当初は、支給対象者を認定農

業者と法人化計画作成等の一定の条件を備えた集落営農組織とされていたため、平成18年に

各地で営農組合が組織された経緯がございます。しかし、全国的に法人化が進まなかったこ

とから、昨年、法人化の確実性を市町村が判断するよう制度改革され、関係者の主体的な取

り組みが求められることとなりました。 

 法人化できなければ、今後、交付金の支給対象になれないこともあり得るため、市では平

成28年度を法人化の目標年度に設定し、これまで営農組合の運営を支えてきたＪＡとともに、

普及指導センターとも連携しながら法人化を推進しているところでございます。 

 御指摘のとおり、現時点では、瀬高地区以外では法人化が進んでいない現状でございます

が、これは各営農組合が、その経営規模や地域の実情を踏まえて法人化の目標時期を設定さ
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れているためでございます。このような中、昨日、ようやく高田地区で最初の法人の創立総

会までこぎつけることができました。 

 ＪＡでは、本年度、担い手支援課が新設され、推進体制が整えられています。今後、各営

農組合が計画に沿って法人化できるよう、ＪＡと市が車の両輪となって推進してまいる所存

でございます。 

 次に、２点目の農漁業の後継者・担い手についてにお答えをいたします。 

 本市の基幹産業であります第１次産業の就業人口は、平成22年の国勢調査で3,060人、平

成12年の4,535人と比較すると、10年間で32.5％も減少いたしております。この数字からも、

農漁業の後継者、担い手の育成が喫緊の課題であることは、議員御指摘のとおりでございま

す。 

 そこで、まず農業においては、省力栽培温室の更新やかんきつシートマルチ栽培、あるい

はＪＡの集出荷施設の整備などにより農作業の省力化を推進し、生産性を高め、高収益化を

図ることで、担い手の確保に努めてまいりました。 

 また、新規就農者に関しましては、市、ＪＡ、普及指導センターで構成する新規就農支援

チームによる定期的な相談会の実施や青年就農給付金による新規就農の支援等を行い、新た

な担い手の育成に努めております。ちなみに、市で把握しております平成27年度の新規就農

者は９人でございます。そのうち３人は、農家出身ではない方であります。 

 なお、新規就農者全ての方は園芸作物に取り組まれており、今後は、品目ごとの新規就農

者向けパンフレットの作成や空きハウス、園地流動化の推進等により、さらなる後継者育成

に努めてまいりたいと考えております。 

 また、漁業の状況ですが、本市の漁業者のほとんどはノリ養殖業でございます。本年度は

32戸でございますが、この10年間で３割近く減少している状況でございます。その主な原因

は、海上作業や陸上作業が重労働な上、需要構造の変化により価格が低下しており、一方で

省力化のために高額な設備投資が必要で、それらに将来的な不安等を抱え、後継者が育って

いないのではないかと推察をしているところでございます。 

 市といたしましては、漁港の物揚げ場の整備や泊地のしゅんせつ事業など漁港の整備を行

い、作業の効率化を図るとともに、板ノリ加工やノリ摘み等を共同で行う協業化を有明海漁

連とともに推進しているところでございます。協業化により、労働条件の改善や経営コスト

の削減が図られれば、経営が安定化し、後継者問題の解決につながると考えております。 
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 いずれにいたしましても、後継者、担い手の育成は全国的な課題ですので、国、県を初め

関係機関と連携しながら、しっかり取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 冒頭、市長が言われましたとおり、ミカンとかセロリとか、そういうものについて新規就

業者がふえている、数はふえているけど、絶対数がやっぱり心細いんですよね。で、市長が

おっしゃっていることは私もよく理解しますけど、そういうところの危惧があって、絶対数

量のロット数が今後不足していく可能性もあるなという気持ちが私の中にあります。 

 私がこの問題をなぜ取り上げたかといいますと、開地域に住まれる方が、私のところに御

夫婦で相談に来られたわけです。私は農業をやっていないんですけど、営農組合の法人化に

ついて非常に悩んでいると、夜も眠れないぐらい悩んでおるということで、これは担当部署

の係長さんと話して、一定の理解は得てもらっております。かなり詳しく説明をしていただ

きました。 

 どういうことを相談に来られたかというと、法人耕作者の一括管理ということで、地主が

法人と利用権を設定しなかった場合、耕作地の減になると。機械の共有化と、自分でも2,000

千円近くローンで借りとっとが、これはどうなるかがようわからんと、で、大幅な赤字を自

分が不作かもしれんと。ＪＡに米を出荷した場合、ＪＡに米を出荷しなかった理由として、

個別の品種消化が明確でなく、保有米に来て、他人の混合米になって、長年積み上げた実績

の高水準の価格が一挙に崩れると。で、この方は前向きな、ある営農組合の役員もされてお

るんですよ。営農組合の法人に協力しなければならないと考えるが、上記の問題により不安

が募り、結果的に認定農業を申請されております。だけど、これについては法人化を進めて

いる中で、今現在はなかなか難しいと担当の係長が詳しく説明してくれて、ある一定の理解

を得られておるわけです。 

 そういうことを契機としまして、この営農組合の法人化というものについて今回質問をさ

せてもらっているんですけど、この中である程度触れてありますけど、推進の目的と法的根

拠、主体となる機関、これについて再度、担当部署、お願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 木村農林水産課長。 
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○農林水産課長（木村勝幸君） 

 まず、法人化を進めている根拠なんですけれども、法人化を進める法的な根拠というのは

特にございませんが、先ほど答弁の中でもございましたとおり、法人に担い手としてなって

いただくということが、みやま市の農業を今後守っていくことに直接つながるというふうな

ことで進めております。全国的にもそういったことで進められているというふうに思ってい

るところです。 

 法人化の目的ですが、先ほどの繰り返しになりますけれども、後継者がいない農家のため

の受け皿となって、その地区の農地を守っていくというのが１つ、それから、法人化するこ

とでさまざまな国、県等の補助事業とか、融資とか、そういった部分を受けることが可能と

なっていくというところで進めているものでございます。 

 それから、主体です。進めている主体は、今、市、ＪＡ、普及センターで、それぞれにや

はり担い手としての集落営農を育成する立場でかかわりを持ってきております。現在、ＪＡ

のほうでは担い手支援課ができたという、答弁の中にもございましたが、平成18年の集落営

農組織の立ち上げのときから今日まで、最も近いところで支援をしてきてあります。ですの

で、ＪＡと市、それから普及センター、それぞれしっかり連携をとりながら、それぞれが主

体となって取り組んでいく必要があるというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 ありがとうございました。私、素人なりに調べたんですけど、法的根拠が今ないというふ

うになって、そう言いながら、助成金が出たり、交付金が出たり、ちょっと私、矛盾を感じ

るんですけど、まず、農業経営基盤強化促進法というのがありますよね。その中に、責務と

して市町村はこれをやっていきなさいと、地方公共団体はですね、やっていきなさいという

規定がありますね、第２条ですけど。 

 で、これをベースとして、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する

法律と、こういう法律があるわけですね。で、これについては、多分係長なんかわかってあ

ると思いますけど、市の役割というのは非常に大きいですよということがなっているんです

ね。で、最終的にこれが平成29年度から、市町村が法人になることを保証するような場合し
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か、今度、交付金は上げませんよということで、法律の根拠がないという認識が、ちょっと

私わからないんですけど、もっと説明ができるならしてください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 木村農林水産課長。 

○農林水産課長（木村勝幸君） 

 説明が足りなかったと思います。済みません。 

 平成19年度から始まった経営安定の交付金の制度の根拠として、農業の担い手に対する経

営安定のための交付金に関する法律というのがございます。その中で、法人化計画の作成あ

るいは、法律改正後は法人化の確実性を市町村が判断しなさいというふうなことで、そこに

しっかりうたってはございます。 

 ただ、先ほど申し上げたのは、法人化を進める直接的な法律がないというふうな意味で申

し上げたものでありまして、先ほどの法律の中で、法人化を進めていくというのが条件とし

てうたわれている法律はあるということでございます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 今のところは余り言いませんけど、法人化の目的というのは、やっぱり今から農業従事人

口が減っていくと、そういう中で何とか農業を守っていかないかんと、そういうことを考え

て法人化は進んでいると私は思います。そのために担い手と、こういう交付金とかも出る、

そういう手当てをしながら法人化を進めていこうと。 

 だけど、平成28年度はもう最後ですよと、平成29年度からは、市町村がそれを保証せん

限りは出しませんよということで、最初に戻りますけど、主体が、私はどうこう言ったっ

て地方公共団体にあると思います。その中で、ＪＡは当然ですね、ＪＡは農家の方がおるか

らＪＡが存在するんであって、そこに協力しなかったら、自分の首を締めるのと一緒になる

わけですよね。言い方は悪いんですけど。そういうことで、いろんな課をつくって、この営

農組合に張りつけも行ってあると思います。そういうところは、基本は市当局のほうに私と

共有の気持ちがあってもらわんと困るんですけど、そこら辺は私の考えと一緒と判断してよ

ろしいですよね。 

○議長（牛嶋利三君） 
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 木村農林水産課長。 

○農林水産課長（木村勝幸君） 

 議員がおっしゃっているとおりでございます。市も当然主体でございますし、今までの集

落営農のかかわり方としては、ＪＡさんもすごく深くかかわってありますので、一緒になっ

てやっていこうというふうな気持ちでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 これで問題が共有できたというところで、いろいろ違いがあっても、それは抜きにして話

をします。 

 タイムリミットが平成28年度なんですよね。執行部のほうからの説明がありまして、その

中で、まだかなり法人組織の姿が見えていない、高田地区できのうできたという御答弁が市

長からありましたけどですね。 

 ただ、あと約55％、そこら辺はなっていないということで、平成29年度から市町村が認め

る場合だけしか交付金ができないと、ここら辺の問題意識というのはどういうふうに持って

ありますか。課長じゃなくても、担当係長さんでも結構ですけど。 

○議長（牛嶋利三君） 

 木村農林水産課長。 

○農林水産課長（木村勝幸君） 

 担当係長が回答申し上げます。 

○議長（牛嶋利三君） 

 猿本農林水産課農政係長。 

○農林水産課農政係長（猿本邦博君） 

 今、末吉議員さんがおっしゃられた内容につきまして、確かに経営所得安定対策の交付金

につきましては、平成27年４月１日から法人化の見込みと、農用地利用集積計画については

市町村の判断ということになっております。そうした中で、みやま市内の集落営農組織につ

きましては、平成18年の品目横断的経営安定対策から５年法人化計画が延ばされ、平成28年

度が一つの目標となっております。 



- 121 - 

 そうした観点から、みやま市としましても、平成28年度を法人化の一つの目標として法人

化計画を進めていっていただくように、各集落営農の三役さん並びに農協については各リー

ダーが集落営農に入ってありますので、その方々、その他集落営農の総会等に出向きまして、

市なりの考えを説明してきたところです。 

 ただ、議員御指摘のとおり、なかなか進んでいない状況につきましては、関係機関の説明

不足等があったかと思いますけど、平成28年度については平成27年度同様、しっかりと法人

化に向けて進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 担当係長が力強い言葉で、また、課長さんも同じような気持ちで言われたと思っておりま

す。で、現実、例えば、私、開のほうに住んでおるんで、開のほうの状況を見ますと、９月

に設立準備会だったかな、そういうものをしようと思ったのが、結局は延びそうなんですよ

ね。なかなかうまくいかないと。 

 これはＪＡからいただいた資料なんですけど、開のほうにも係長及び担当の今村さんかな、

そういう人たちが張りついております。ＪＡも２人張りついております。以前は１人やった

のが２人張りついて、そういう法人化に進んでおられますけど、これを見ると、いろんな質

問が出ているんですけど、なかなかそれに答え切っていないと。で、答え切っていないとい

うのは、なかなか難しいんですよね、この中身が。多分、担当課としても苦慮されておると

思います。どうやって全ての農家の人たちに利点を説明し、農業を守っていくために、営農

組合を法人にしていくという気持ちはありながらでも、それがうまく伝わっていないという

ところがこの設立がうまくいっていないと、それは全員が入った営農組合法人ということも

不可能かもしれません。だけど、大方の人たちが入る営農法人をつくるべきであって、そこ

がまだいまいちうまくいっていないという認識を受けます。 

 ここの中で、開営農組合法人化会議12月16日、これは先ほど言いましたＪＡからもらった

資料です。専務理事から許可をもってもらっております。その中に、研修を１回聞いてもわ

かりにくい、何回か勉強会を開催してほしいというのが事跡として残っております。その後

の中を見ても、やっぱりなかなか末端のほうまでうまく伝わっていないと、伝える努力はさ

れておると思います。それについて、していないとかいう気持ちは全然ないです。だけど、
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これには当然ＪＡも入っておるんですよね。 

 私、ＪＡの方の一生懸命頑張ってあることを前提にしながらですけど、農業に直接、農機

車両燃料課とか、いろんな充て職みたいな形で入っておられるんですよ。この方たちも苦労

されておると思います。さらに勉強して、組合をまとめていかないかんと、組合長さんに話

をしてですね、そういうところで非常に難しい問題であって、それに果敢に皆さんが取り組

んであるという評価をまずした上で、ただし、現実、実績が上がっていないということは、

これは事実だろうと思います。 

 これはいろいろ話しておるから、そこで終わりますけど、今後、平成29年度からは市が認

定せないかんわけですよね。これは間違いなく法人になると、いや、あんたのところはなら

んけん、もう交付金はやらんよと、そういう重大な責任が出てくるんで、私は全ての営農組

合が法人化になること、中山間地の営農とか、難しいところはあります。だけど、そこら辺

はやっていくというような心意気をですね、これは担当係長にというのじゃなくて、よかっ

たら部長にぜひお答えいただきたいけど、担当課長でも結構です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 確かに議員御指摘のとおり、高田地区、特に高田の西部地区については、この法人化がお

くれているのが現状でございます。特に開地区については、まだなかなか議論が深まってい

ないという認識は持っております。 

 これにつきましては、先ほどから担当課長、担当係長が申しておりますとおり、これがな

いと、まず１つは農地を守っていけない、みやま市の農業を守っていけないというのは大き

な問題でございます。その次に、やっぱり交付金の問題が出てきます。今後、農家の方の高

齢化というのはどうしても進んでいくわけですから、そこを今後担っていただく方にも安心

して担っていただくような組織づくりはしていかないといけないというふうに思っておりま

すので、担当課を中心に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 部長が力強い言葉を言われたんで、もう余り言いませんけど、開のほうの農業従事者年齢、
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これもＪＡからいただいておるんですけど、60代から、90代でまだ仕事をしてある方もおる

んですよね、３人。60代から上の人が農業を、これは平成27年10月の調査です。62.7％です、

145名中ですね。これだけ高齢化しておるんです。 

 で、この方たちは素直に答えてあって、あなたは何年ぐらい農業に従事できますかという

ことで、44％の人があと10年、具体的に言うと、５年以内しかできませんというのが11％、

５年から10年が17％、10年が21.4％、だから、今、冨重環境経済部長が言われたように、農

地を守ると、荒廃農地、そういうものになる可能性が物すごくあるわけなんですよね。プラ

ス、今、なかなか米とか、麦とか、これはもう収益性がないもんだから難しいと思いますけ

ど、そのためにも法人化をして、そして、開、二川、江浦含めて収益性の高い、冒頭市長が

言われた花卉園芸、そういうものについて転換していくというようなことも、これは法人化

ができて可能性がある問題だと思います。 

 ここら辺、市長も非常に危機感を持っているということでおっしゃったから、このことに

ついて、本当、花卉園芸とか、ナスとか、セロリと、ここら辺は高付加価値があるから、所

得もあるんで、後継者というのは自然とついていく部分もあるかと思いますけど、やっぱり

法人化について、みやま市自体が、そしてＪＡも本気でされていると思いますけど、先ほど

言いました、今までは是として、さらに取り組んでもらいたいと思っております。 

 市長、最初に決意は述べられましたけど、一言お願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 営農組合の法人化というのは、今後の農業を左右する、極めて重要な問題でございます。

瀬高町のほうは非常に皆さん理解が早くていいんですけど、どうして高田町はちょっと遅い

のかなという感じがいたしておりますので、高田町のほうも十分説明をいたしまして、個人

的にいろいろあるかもしれませんけれども、そういう小異を捨てて大同についていただくよ

うに、ぜひ説得をしてまいりたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 これは笑い話で聞いてくださいね、市長。高田町だけじゃございませんので、議長の在籍
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されておる山川もまだ進んでおりませんので、念のため申し添えます。 

 最後、ちょっと冗談っぽく言いましたけど、私は、みやま市という第１次産業の農業のま

ちがこれからも長く続くように、この法人化というものを見据えて、担当課もＪＡの協力等、

県も当然しなくちゃいかんです。しっかり取り組んで、平成28年度中にほぼできたというふ

うになるように、ぜひ努力してください。 

 第１問目は終わりまして、第２問目の後継者問題です。 

 この後継者問題も法人化と似たような問題なんですけど、まず、漁業の問題です。答弁書

にも書いてあったとおり、約30％ぐらい減っておるわけなんですけど、この分析、対策とい

う分析はよくされていると思います。これに対策も協業化というようなことをお話ししてい

ただいております。この協業化、自動化とか、そういうところを含めて先進的にやっている

ところがあると私は聞いていますけど、そういう情報はお持ちではないですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 お答えします。 

 すぐ近くでは、お隣の柳川市さんのうちの、特に大和地区ですね、そちらでは協業化団地

ができておりまして、現在、２つぐらいのグループで共同の加工場ができております。さら

にその空き地といいますか、あと１棟ぐらいできるというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 私が聞いているのは、ノリを海からとるときに、あれも１人でできるような機械で、ほか

のところはやっているところがかなりあるとかいうことを聞いております。だけど、これは

やっぱり金が要るわけですよね。高齢者になると、その投資というのがなかなか難しいとい

うところで、かなり減っていくと。やっぱり、さっき部長がおっしゃったような施設も自己

負担というのがありますから、なかなかそこら辺は、みやま市というのが小さな母体だから

困難なところがありますけど、行政の、特に市長の温かい目でここら辺の育成をしていただ

きたいと思っております。 
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 それと、これ、去年が約10億円近く売り上げをしております。ところが、大きな法人があ

るのと一緒なんですよ。住民税とか、部長たちに聞きませんけど、かなりの金額を払わない

かんということで、税金が困った困ったと、売り上げが伸びれば困った困った、これはいい

ことなんですよね。そういう産業をやっぱり育成していかないかんというところは、よろし

くお願いしておきます。 

 そしたら、漁業については以上です。 

 次に、農業の担い手ですね。何回も市長のことを出しちゃいかんけど、花卉園芸とか、本

当、担い手として、かなり私が持っておる資料でも集まってくるんですよね。といいながら、

その中に挫折される方もおるんですよ。これもＪＡのほうからいただいた資料なんですけど、

平成27年度を分析して、結果的に書いてあるコメントが、単身就農で労働力不足で、あるい

は意欲不足とか、実際についてですね。そこら辺のことについてミスマッチが起こらないよ

うに、いろんな制度があると思います。青年就農給付金とか、農の雇用事業とか、ここら辺

について、若干説明を担当部でお願いしたいと思います。 

○議長（牛嶋利三君） 

 木村農林水産課長。 

○農林水産課長（木村勝幸君） 

 新規就農の施策としまして幾つか挙げますと、１つは、答弁書にもありましたけど、新規

就農サポートチームというのを本市でも立ち上げております。そこによります相談会を毎週

第３水曜日に開催しているところです。平成27年には45回開催して、延べ21人の方から相談

がございました。その中で、９人新規就農者があったということがございます。 

 それから、青年就農給付金の給付を、平成24年度から制度としてできておりますので、給

付をしております。平成27年度には４人の方に6,000千円の給付金を給付しておりまして、

新規就農の支援をしておるところです。 

 それから、先ほど課題等も議員のほうからあったと思いますけれども、途中でやめていか

れる方もいらっしゃいます。私が聞いた範囲では、病気とか、あるいは、当初思っていたの

よりもきつかったとか、そういったふうな理由等もあるようですけれども、この就農サポー

トチームの中で、就農の相談だけじゃなくって、就農後のフォローアップといいますか、後

の相談、それから、やってある今の園地の見回り等をしながら、新しく就農された方のフォ

ローアップをやっているところでございます。 
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 それから、今年度新たな取り組みとして、これは普及センターとか、ＪＡさんともタイ

アップしての事業になりますけれども、地域を牽引する若手農業者のリーダー育成というこ

とで、農業青年アカデミーというのを新たに開催する予定にしております。そういった中で

経営力を高めて、就農していただくというふうな施策も取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 丁寧に説明していただいて、ありがとうございます。これも松尾さんという方に、花をさ

れておるところに、女性の方で農業をしたいという希望の方があって、それも相談に、そち

らのほうに来てあります。 

 で、やっぱり１つは農地がなかなかうまく見つからんと、家も見つからん、何でかという

と、普通、農業をやるなら、家があって、近くに農地があって、そしてやっていくというの

が理想型ですよね。だけど、そういうものがなかなか提供しようと思ってもできないという

困難性、だから、もっと根本的な問題もあるかと思いますけど、これは猿本農政係長、何か

御意見ないですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 猿本農林水産課農政係長。 

○農林水産課農政係長（猿本邦博君） 

 今、末吉議員さんの御指摘のとおり、やはり新規就農する場合に、基本となるのは農地の

確保だと思っています。さっき答弁の中にありましたとおり、園地の流動化等を平成27年度

について、市、ＪＡ、普及センター一体となって園地を回りまして、あいている園地等を図

面等に作成しております。そうした中で、ＪＡの部会等に提案しまして、園地が必要な方に

ついては、こういった園地がありますよと、そういった形で園地流動化を図りながら進めて

おるところです。 

 それと、やはり新規にこちらに来られた場合、定住先として家等の確保が必要になってく

るかと思います。そういったものにつきましては、企画財政課等が空き家ハウス等をしてあ

りますので、そういったのを情報提供しながら、新規就農のサポートをしているところであ

ります。 
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○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 最後の部分に言われた住まいの部分、空き家ですね、企画財政のほうでされているけど、

なかなか農地とマッチしないんですよね。で、企画財政がいいかげんなことをしよるという

意味じゃなくて、それは違う活用で、農業に対して本当に適したところがなかなかないと思

いますけど、財政課長としてはどうですか、そこら辺の実感はまだないですか。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田企画財政課長。 

○企画財政課長（坂田良二君） 

 私どもが空き家バンク制度を持っておりますが、なかなか登録の件数がふえないという課

題がございます。昨年度、空き家の実態調査をやりまして、市内でかなりの空き家があるの

は把握いたしておりますけれども、その空き家を売りたいとか、貸したいとかいうことで登

録いただかないと、御案内する物件が少ないということになりますので、まずは登録いただ

く件数をふやすことでやっていきたいと思っております。 

 特に農家につきましては、農地と所有が一体とかいうことになると、かなり難しい面がご

ざいまして、御指摘のとおりでございますけれども、登録をふやす方向で検討してまいりた

いと思っております。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 企画財政課長が率直な意見を言っていただいて、空き家バンクを活用して、理想としては

そういうことなんですよね。だけど、現実問題としては、それはなかなか難しいから、それ

ならば農政課、ＪＡ、どういうふうなことをやっていくかという次に発展してもらわないか

んと思うんですよね。それはもう今後の施策でまたやっていかれると思いますから。 

 で、ちょっと１つ苦言的に話をさせていただきますけど、坂田企画財政課長にも悪いんで

すけど、総合戦略で営農法人が平成31年度で30件やったかな、というのは、担当部署でいけ

ば平成28年度が目標でやっていくということで、平成31年度まででするということは、どっ

ちかが誤った、あるいは違う認識のもとで、この総合戦略にのったんじゃないかと思います
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けど、別に坂田企画財政課長じゃなくても、木村農林水産課長でも結構です。ここについて

は、やっぱりもう少し慎重に検討せないかんかったという部分であれば、もうそれはそれで

結構です。 

○議長（牛嶋利三君） 

 坂田企画財政課長。 

○企画財政課長（坂田良二君） 

 御指摘の総合戦略の農事組合の法人数を平成31年度に30件にしますということで、御指摘

のとおり書いておりますけれども、この目標値につきましては、全てどの項目も５年後また

は５年間の累計でお示しをいたしております。項目によりましては、もっと前倒しして実現

する項目もございましょうけれども、総合戦略の表示といたしましては、５年後もしくは５

年間の累計でお示しをいたしておるところでございます。御指摘の平成28年度が目標の項目

もございますけれども、あとは表示の方法の問題だというふうに思っています。よろしくお

願いいたします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 もう私は深くは言いません。平成28年度で、そしたら前倒しで、これはなる数字であると、

記載されているというふうに認識してくださいということですよね。 

 それと、あと１点は、この担い手のほうもそうですけど、これは企画財政課長にお尋ねし

て、平成31年度までに40人程度すると、これは最終年が10年やったかな、平成31年が。だか

ら、累計していけば、約40人ぐらいならんと数字的にはおかしいですよねと言ったら、そう

いうふうに考えてもらって──累計じゃないですからですね──ということで御回答いただ

いております。 

 そうなると、この担い手というものについては、相当本腰を入れていきながら、離農した

人は別になりますから、本当にそれで就農したということで、こういう総合戦略の中でも強

く位置づけられておりますので、担当課としてはなかなか本当、トップセールスでバイオ、

売電とか、ここら辺は市長のトップの判断でかなり、もう全国から注文されると、私も市長

が言われなかったら、きょうの西日本新聞を読んで一番に喜んだんですよ。みやま市が最初

やったですもんね。私も喜んだ。その喜びを、この農業問題でもぜひ担い手含めて実現させ
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てもらいたいと強い気持ちを持っております。もう市長にさっき聞きましたので、法人化、

担い手含めて、担当部長、一言お願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 冨重環境経済部長。 

○環境経済部長（冨重巧斉君） 

 繰り返しになりますけれども、先ほども申し上げましたとおり、みやま市の重要な産業の

一つである農業を守っていくためには、この法人化というのは絶対になし遂げなければなら

ない問題でございます。新規就農云々もそうですけれども、まずは土台となる法人化を必ず

やり遂げたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（牛嶋利三君） 

 ４番末吉達二郎君。 

○４番（末吉達二郎君） 

 力強い言葉がありましたので、これで終わりたいと思いますが、もう１回言っておきます。 

 各組合さんはよく理解をまだできていないです。そういうところで、各単位のところまで

市及びＪＡで行って、本当に疑問になる部分等を、いろんなことを説明していかないと、こ

れはもう絵に描いた餅になる可能性もあると思います。今まで努力されたことを否定する気

持ちは一切ないです。さらに頑張ってこれを実現しないと、みやま市として非常に問題が出

てくるんじゃないかという気持ちを持っております。市の職員の方、頑張ってください。 

○議長（牛嶋利三君） 

 末吉議員、市長が助言されるそうです。西原市長。 

○市長（西原 親君） 

 営農組合は瀬高地区のほうで随分できておりますが、本当にうまく皆さんいっていますか

ら、安心して営農組合の法人化を進めていただくように、末吉議員からも開地区の皆様方に

ぜひ、非常に瀬高ではうまくいっているんだということを言ってください。本郷なんか特に

うまくいっているそうです。 

 以上です。（「これで終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（牛嶋利三君） 

 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会をいたします。 
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 なお、次の本会議は６月16日となっておりますので、皆さん方、御承知おきをお願いいた

したいと思います。 

午後３時28分 散会 

 


